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第
一
章

は
じ
め
に

一

株
主
会
社
間
の
情
報
格
差
問
題

株
主
は
会
社
の
実
質
的
所
有
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
会
社
の
情
報
に
触
れ
る
機
会
が
少
な
い
。
具
体
的
に
、
株
式
会
社

に
関
す
る
法
律
が
所
有
と
経
営
の
分
離
の
仕
組
み
を
採
用
し
た
こ
と
は
、
間
接
有
限
責
任
の
採
用
と
相
ま
っ
て
、
会
社
が
資
本
を
集
約
し
、

個
人
で
は
行
え
な
い
大
き
な
事
業
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
仕
組
み
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
会
社
の
経
営
に
関
わ
る
情

報
は
取
締
役
側
に
集
中
し
、
上
記
の
よ
う
な
情
報
格
差
が
発
生
す
る
。
確
か
に
、
会
社
の
経
営
に
関
わ
る
情
報
は
多
く
の
株
主
に
と
っ
て
は

複
雑
に
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
配
当
や
株
の
値
上
が
り
を
期
待
し
て
一
時
的
に
株
主
と
な
る
者
も
多
い
の
で
、
会
社
経
営
に
関
わ
る
よ

う
な
情
報
を
常
時
全
株
主
に
さ
ら
す
必
要
は
な
い
。
特
に
、
企
業
経
営
が
順
調
で
あ
り
、
ト
ラ
ブ
ル
の
生
じ
て
い
な
い
「
平
時
」
で
あ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
事
態
に
大
き
な
問
題
は
な
か
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
取
締
役
ら
会
社
役
員
が
常
に
出
資
者
で
あ
る
株
主
の
利
益
を
は
か
る
と
は
限

ら
な
い１

）。
例
え
ば
粉
飾
決
算
や
不
適
切
な
会
計
、
食
品
へ
の
違
法
な
添
加
物
の
混
入
、
反
社
会
的
勢
力
と
の
癒
着
な
ど
、
現
在
又
は
近
い
将

来
に
会
社
ひ
い
て
は
株
主
に
損
害
を
及
ぼ
し
、
会
社
を
法
的
紛
争
に
巻
き
込
む
よ
う
な
事
情
が
あ
る
「
有
事
」
の
場
合
は
ど
う
か
。
ま
と

ま
っ
た
期
間
一
定
程
度
の
株
式
を
保
有
す
る
株
主
な
ど
、
会
社
の
経
営
に
緊
密
な
利
害
を
有
す
る
株
主
の
み
な
ら
ず
少
数
株
主
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
利
益
を
守
る
た
め
に
、
ま
ず
は
詳
し
く
会
社
の
状
態
を
詳
し
く
知
り
た
が
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
株
主
は
、
取
締
役
の
解

任
権
（
会
社
法
三
三
九
条
。
特
に
こ
と
わ
り
が
な
い
限
り
、
平
成
二
六
年
改
正
後
の
も
の
を
指
す
。）
な
ど
、
自
ら
の
投
資
利
益
を
守
る
た

め
に
与
え
ら
れ
た
権
利
や
、
会
社
の
業
務
執
行
権
に
対
し
て
有
す
る
監
督
是
正
権
（
取
締
役
の
違
法
行
為
差
止
請
求
権
（
三
六
〇
条
）、
責

任
追
及
の
訴
え
（
八
四
七
条
））
な
ど
の
権
利
行
使
を
考
え
る
べ
き
場
面
も
生
じ
る
。
そ
し
て
、
複
雑
な
会
社
情
報
で
あ
っ
て
も
、
公
認
会

計
士
や
弁
護
士
の
力
を
借
り
る
な
ど
の
方
法
で
こ
れ
ら
権
利
行
使
に
役
立
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
、
第
一
に
、
株
主
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
こ
の
株
主
取
締
役
間
の
情
報
格
差
が
障
害
と
な
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
態
の
発
見
が

遅
れ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
。
第
二
に
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
事
態
の
兆
候
を
つ
か
ん
だ
場
合
に
、
上
記
監
督
是
正
権
等
の
行
使
を
し
よ
う
と

し
て
も
、
主
張
立
証
責
任
の
殆
ど
を
株
主
が
負
う
た
め２

）、
場
合
に
よ
っ
て
情
報
が
不
足
す
る
こ
と
で
こ
れ
ら
権
利
が
著
し
く
困
難
に
な
る
場

面
が
生
ず
る３

）。
こ
の
よ
う
に
、
株
主
の
権
利
行
使
が
必
要
な
場
面
で
、
情
報
格
差
が
そ
れ
を
阻
害
し
て
し
ま
う
こ
と
は
問
題
で
あ
る４

）。
さ
ら

に
、
こ
の
情
報
格
差
自
体
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
上
記
の
よ
う
な
事
態
を
覆
い
隠
す
「
隠
れ
蓑
」
を
提
供
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
さ
ら
な
る

弊
害
を
生
む
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

二

情
報
開
示
請
求
権
と
そ
の
問
題

上
記
の
監
督
是
正
権
を
有
効
適
切
に
行
使
さ
せ
る
た
め
に
は
、
取
締
役
等
が
保
有
す
る
会
社
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の

開
示
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
会
社
法
は
複
数
の
手
段
を
用
意
す
る
。
ま
ず
、
計
算
書
類
（
会
社
法
四
四
二

条
）
の
前
提
と
な
る
帳
簿
書
類
で
あ
る
会
計
帳
簿
の
備
置
・
閲
覧
制
度
（
四
三
三
条
）
で
あ
る５

）。
こ
れ
ら
は
、
株
主
が
取
締
役
ら
か
ら
直
接

情
報
を
取
得
す
る
点
で
ス
ピ
ー
デ
ィ
で
あ
り
、
両
当
事
者
の
交
渉
に
よ
り
柔
軟
な
情
報
開
示
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。

よ
り

簡
易
・
迅
速
な
情
報
開
示
請
求
権
と
し
て
の
帳
簿
・
書
類
の
閲
覧
権
」
と
い
う
位
置
づ
け
と
な
る
。
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
手
段
は
、
会
計
に

関
す
る
書
類
・
記
録
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
特
に
会
計
帳
簿
に
関
し
て
は
、
会
社
外
へ
直
接
開
示
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
想

定
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
取
締
役
側
は
開
示
に
抵
抗
感
を
示
す
場
合
も
多
い
。
そ
の
た
め
、
株
主
が
こ
の
情
報
を
正
当
な
権
利
行
使
以
外

に
使
用
す
る
目
的
が
推
察
さ
れ
る
場
合
な
ど
は
、
情
報
開
示
の
可
否
自
体
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
に
発
展
す
る
こ
と
も
多
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら

書
類
に
付
随
し
て
開
示
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
情
報
（
例
え
ば
企
業
秘
密
に
関
係
す
る
よ
う
な
情
報
等
）
が
流
出
し
て
し
ま
う
弊
害
は
さ
ら
に

深
刻
で
あ
る６

）。
確
か
に
、
請
求
し
た
株
主
に
対
し
て
、
開
示
段
階
で
契
約
等
に
よ
り
守
秘
義
務
を
課
せ
ば
こ
れ
を
一
定
程
度
防
げ
る
か
も
し
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れ
な
い
。
し
か
し
、
多
種
多
様
な
株
主
が
存
在
す
る
た
め
、
全
員
が
確
実
に
こ
の
義
務
を
守
る
と
は
限
ら
な
い
。
守
秘
義
務
が
破
ら
れ
た
場

合
、
情
報
は
拡
散
を
始
め
、
こ
の
状
態
に
な
る
と
止
め
る
手
段
は
な
い
。
ま
た
、
会
計
情
報
の
中
に
は
す
ぐ
に
陳
腐
化
し
な
い
も
の
も
含
ま

れ
て
い
る
の
で
、
拡
散
に
伴
っ
て
会
社
に
継
続
的
に
被
害
を
与
え
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
恐
れ
る
取
締
役
ら
は
、
情
報

開
示
に
対
し
て
消
極
的
に
な
っ
て
し
ま
う
。
帳
簿
・
書
類
の
閲
覧
権
は
、
上
記
の
よ
う
に
、
秘
匿
す
べ
き
情
報
を
保
護
す
る
と
い
う
面
で
は

欠
点
を
抱
え
る
。

次
に
、
株
主
が
情
報
を
取
得
す
る
手
段
と
し
て
、
少
数
株
主
の
請
求
に
基
づ
い
て
裁
判
所
が
会
社
の
調
査
者
を
選
任
す
る
業
務
財
産
検
査

役
（
会
社
法
三
五
八
条
）
の
制
度
も
存
在
す
る７

）。
こ
れ
は
、
必
ず
し
も
会
計
上
の
書
類
等
に
限
ら
ず
、
会
社
の
業
務
財
産
一
般
に
つ
き
、
検

査
役
に
調
査
を
命
ず
る
制
度
で
あ
る８

）。
確
か
に
、
第
三
者
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
株
主
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
上
記
帳
簿
・
書
類
の
閲
覧
権

よ
り
も
若
干
迂
遠
に
な
る
。
検
査
役
が
会
社
経
営
に
必
ず
し
も
通
じ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
点
も
弊
害
で
あ
ろ
う９

）。
株
主
が
こ
れ
を
利
用
す

る
た
め
の
要
件
は
厳
し
く
、
さ
ら
に
手
間
・
時
間
・
コ
ス
ト
が
か
か
る
点
も
弊
害
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
株
主
と
会
社
の
直
接
の
や
り
取
り

を
遮
断
す
る
点
に
、
帳
簿
・
書
類
の
閲
覧
権
に
は
な
い
検
査
役
特
有
の
利
点
が
あ
る
。
会
社
と
の
利
害
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
法
律

に
従
っ
た
公
正
中
立
な
調
査
が
可
能
で
あ
る
と
も
い
え
る
し
、
裁
判
所
の
選
任
・
指
示
を
受
け
る
点
か
ら
も
公
正
中
立
性
に
期
待
を
持
て
る
。

ま
た
、
株
主
が
帳
簿
・
書
類
等
の
閲
覧
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
嫌
が
ら
せ
目
的
や
正
当
な
権
利
行
使
以
外
に
利
用
す
る
目
的
の
場
合
も
多

い
が
、
検
査
役
の
介
在
に
よ
り
、
取
締
役
側
の
煩
雑
さ
が
軽
減
す
る10

）。
さ
ら
に
、
権
利
行
使
に
必
要
な
情
報
と
秘
匿
す
べ
き
情
報
と
を
え
り

分
け
る
フ
ィ
ル
タ
ー
の
よ
う
な
役
割
を
担
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
漏
洩
に
よ
り
会
社
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
情
報
（
企
業
秘
密
に
関

係
す
る
情
報
等
）
や
、
取
締
役
側
が
開
示
す
る
こ
と
で
第
三
者
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
情
報
（
個
人
情
報
等
）
な
ど
、
取
り
扱
い
の
難
し
い
情

報
が
漏
洩
す
る
危
険
を
大
幅
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
が
大
き
な
利
点
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
法
律
上
の
守
秘
義
務
が
明
確
で

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
、

情
報
漏
洩
の
危
険
の
少
な
い
情
報
調
査
権
と
し
て
の
業
務
財
産
検
査
役
」
と
い
う
、
帳
簿
・

書
類
の
閲
覧
権
と
は
異
な
る
業
務
財
産
検
査
役
の
存
在
意
義
が
際
立
つ
。
公
的
機
関
が
選
任
し
た
検
査
役
の
秘
密
保
持
に
関
し
て
は
、
株
主

論 説
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に
直
接
情
報
を
開
示
す
る
場
合
よ
り
も
多
く
の
信
頼
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
の
で11

）、
情
報
開
示
に
対
す
る
会
社
側
の
抵
抗
感
が
軽
減
す
る
可

能
性
も
あ
る
し
、
ま
た
、
情
報
開
示
請
求
の
段
階
で
の
無
用
な
紛
争
を
防
ぐ
こ
と
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
取
締
役
側

が
保
有
す
る
情
報
を
株
主
に
代
わ
っ
て
調
査
す
る
と
い
う
機
能
を
営
む
業
務
財
産
検
査
役
の
存
在
意
義
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
守

秘
義
務
の
内
容
や
程
度
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
検
査
役
調
査
の
過
程
で
検
査
役
が
調
査
対
象
者
に
こ
れ
ら
情
報
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
場
合
、
こ
の
者
ら
に
も
秘
密
保
持
の
義
務
を
課
す
こ
と
が
一
貫
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
本
法
の
業
務
財
産
検
査
役
等
の
守
秘

義
務
に
関
す
る
法
令
上
の
根
拠
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
本
稿
は
業
務
財
産
検
査
役
の
存
在
意
義
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
そ
の
守
秘

義
務
の
根
拠
や
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
以
下
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
我
が
国
の
業
務
財
産
検
査
役
の
制
度
を
概
観

し
た
後
、
業
務
財
産
検
査
役
の
制
度
創
設
時
に
参
照
対
象
と
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
法
の
制
度
に
お
い
て
、
現
在
参
照
可
能
な
情
報
漏
洩
防
止
の

仕
組
み
が
あ
る
か
ど
う
か
を
調
査
し
て
日
本
法
と
対
比
す
る
こ
と
で
何
ら
か
の
示
唆
が
得
ら
れ
な
い
か
を
探
る
方
法
に
よ
る
。

第
二
章

日
本
法
上
の
業
務
財
産
検
査
役
と
守
秘
義
務

ま
ず
、
業
務
財
産
検
査
役
の
制
度
趣
旨
や
手
続12

）な
ど
を
確
認
す
る
。
検
査
役
と
は
、
株
式
会
社
の
設
立
、
現
物
出
資
、
会
社
の
業
務
財
産

の
状
況
の
調
査
や
、
株
主
総
会
の
手
続
等
の
調
査
を
職
務
と
し
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
一
時
的
に
選
任
さ
れ
る
会
社
の
機
関
で
あ
る13

）。
検
査
役

は
必
要
な
調
査
を
し
、
そ
の
後
検
査
役
は
そ
の
結
果
を
裁
判
所
に
報
告
し
、
そ
れ
に
対
応
し
て
裁
判
所
が
決
定
や
命
令
等
の
必
要
な
措
置
を

取
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る14

）。
資
格
制
限
は
な
い
が15

）、
職
務
の
性
質
上
、
取
締
役
・
監
査
役
や
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
は
な
れ
な
い16

）。
会
社
と

の
関
係
は
準
委
任
契
約
で
あ
る
が
、
報
酬
の
決
定
権
は
裁
判
所
に
あ
り
、
こ
の
報
酬
は
最
終
的
に
会
社
が
負
担
す
る17

）。
そ
れ
ら
の
中
で
、
本

稿
が
問
題
と
す
る
業
務
財
産
検
査
役
は
、
株
式
会
社
の
業
務
の
執
行
に
関
し
、
不
正
の
行
為
ま
た
は
法
令
も
し
く
は
定
款
に
違
反
す
る
重
大

な
事
実
が
あ
る
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
事
由
が
あ
る
と
き
に
、
裁
判
所
に
対
し
て
会
社
の
業
務
財
産
を
調
査
す
る
よ
う
請
求
す
る
権
利
を
少
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数
株
主
に
与
え
る
制
度
で
あ
る
（
会
社
法
三
五
八
条18

））。
先
述
の
通
り
、
監
督
是
正
権
の
行
使
等
の
た
め
に
会
社
の
業
務
・
財
産
の
状
況
に

関
す
る
情
報
が
必
要
で
あ
る
。
計
算
書
類
（
会
社
法
四
二
二
条
）
や
会
計
帳
簿
（
四
三
三
条
）
だ
け
で
は
会
計
の
範
囲
で
帳
簿
書
類
の
情
報

し
か
入
手
で
き
な
い
が
、
株
主
が
さ
ら
に
進
ん
で
会
社
の
業
務
財
産
状
況
の
調
査
を
要
す
る
場
合
の
た
め
に
業
務
財
産
検
査
役
の
制
度
が
存

在
す
る19

）。
調
査
権
が
強
力
で
あ
る
反
面
、
濫
用
の
危
険
も
あ
る
の
で
、
そ
の
要
件
は
特
に
厳
し
い20

）。

こ
の
権
利
は
少
数
株
主
権21

）で
あ
り
、
形
式
要
件
と
し
て
、
①
総
株
主
（
株
主
総
会
の
決
議
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
で
き
な
い

株
主
を
除
く
）
の
議
決
権
の
一
〇
〇
分
の
三
、
②
発
行
済
株
式
（
自
己
株
式
を
除
く
）
の
一
〇
〇
分
の
三
と
い
う
持
株
比
率
要
件
（
定
款
に

よ
っ
て
緩
和
す
る
こ
と
が
可
能
）
が
課
さ
れ
て
い
る
（
会
社
法
三
五
八
条
一
項22

））。
形
式
要
件
に
つ
い
て
は
、
申
請
時
に
持
株
比
率
要
件
を

満
た
し
て
お
り
、
そ
の
後
何
ら
か
の
事
情
で
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
に
特
に
問
題
と
な
る
。
株
主
が
自
ら
株
式
を
譲
渡
し
た
場
合23

）、
払
込

未
了
に
よ
り
一
部
失
権
し
た
場
合24

）な
ど
の
よ
う
に
、
株
主
側
に
何
ら
か
の
原
因
が
あ
る
場
合
に
は
、
申
請
は
却
下
を
免
れ
な
い
。
一
方
で
、

申
請
後
に
会
社
が
新
株
発
行
を
行
っ
た
こ
と
が
原
因
で
持
株
比
率
が
低
下
し
た
場
合
に
関
し
て
、
最
高
裁
平
成
一
八
年
九
月
二
八
日
決
定25

）は
、

当
該
会
社
が
当
該
株
主
の
上
記
申
請
を
妨
害
す
る
目
的
で
新
株
を
発
行
し
た
な
ど
の
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
上
記
申
請
は
、
申
請
人

の
適
格
を
欠
く
も
の
と
し
て
不
適
法
で
あ
り
却
下
を
免
れ
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
株

式
譲
渡
な
ど
株
主
側
の
事
情
に
よ
り
株
式
保
有
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
と
、
新
株
発
行
な
ど
会
社
の
一
方
的
行
為
に
よ
り
同
要
件

を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
と
を
区
別
し
て
考
え
、
後
者
に
つ
い
て
申
請
は
却
下
を
免
れ
る
、
と
す
る
考
え
方
が
通
説
で
あ
る26

）。

次
に
、
実
体
要
件
と
し
て
、

株
式
会
社
の
業
務
の
執
行
に
関
し
、
不
正
の
行
為
又
は
法
令
若
し
く
は
定
款
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
が

あ
る
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
事
由
が
あ
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
。

業
務
の
執
行
」
と
は
広
く
会
社
の
経
営
を
意
味
し
、
取
締
役
会
の
意

思
決
定
や
取
締
役
の
業
務
執
行
行
為
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
の
行
為
が
含
ま
れ
る27

）。

不
正
の
行
為
」
と
は
、
会
社
の
利
益
を
害
す
る

悪
意
の
行
為28

）、
取
締
役
が
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
を
図
っ
て
会
社
を
害
す
る
行
為
（
忠
実
義
務
違
反29

））
な
ど
が
該
当
す
る
。

法
令
違

反
」
と
は
、
商
法
や
会
社
法
の
規
定
の
違
反
だ
け
で
な
く
、
我
が
国
法
令
一
般
へ
の
違
反
が
問
題
と
さ
れ
る30

）。

重
大
な
事
実
」
に
当
た
る
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か
ど
う
か
は
、
業
務
財
産
状
況
の
調
査
を
検
査
役
に
さ
せ
る
こ
と
を
相
当
と
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
基
準
と
な
る31

）。
検
査
役

選
任
を
請
求
し
た
株
主
は
、

疑
う
に
足
り
る
事
由
」
を
主
張
立
証
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、

不
正
の
行
為
」

法
令
違
反
」
そ
の
も
の
を

主
張
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳
で
は
な
い32

）。
こ
の
実
体
要
件
に
関
し
て
は
明
確
な
基
準
を
提
示
し
に
く
い
。
会
社
財
産
や
役
員
報
酬
の

不
正
支
出
が
疑
わ
れ
る
状
況
で
、
株
主
総
会
不
開
催
の
瑕
疵
な
ど
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
実
体
要
件
を
満
た
す
と
し
た
先
例
が
あ
る33

）。
一

方
、
不
正
支
出
や
会
社
の
財
産
に
何
ら
影
響
の
な
い
単
な
る
違
法
の
業
務
執
行
が
あ
る
と
い
う
場
合
だ
け
で
は
足
り
な
い34

）。
子
会
社
へ
の
貸

付
・
融
資
を
行
う
場
合
な
ど
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
経
営
判
断
の
当
否
を
考
慮
す
る
場
面35

）と
同
様
の
考
慮
が
な
さ
れ
る36

）。

学
説
で
は
、
会
社
の
経
理
・
会
計
な
い
し
会
社
財
産
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
り
、
単
に
違
法
・
不
正
行
為
が
あ
る
だ
け
で

は
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
立
場37

）も
存
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
限
定
を
付
さ
な
い
見
解
が
多
数
を
占
め
て
い
る38

）。
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す

限
り
裁
判
所
は
必
ず
検
査
役
の
選
任
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い39

）。
取
締
役
等
が
そ
の
調
査
を
妨
げ
た
場
合
は
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
（
会
社
法
九
七

六
条
五
項
）。

以
上
の
通
り
、
業
務
財
産
検
査
役
は
株
主
の
請
求
に
基
づ
い
て
裁
判
所
が
選
任
し
、
強
力
な
調
査
権
を
行
使
す
る
が
、
そ
の
過
程
で
企
業

秘
密
や
個
人
情
報
等
、
漏
洩
し
て
は
な
ら
な
い
情
報
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
か
か
る
情
報
は
公
に
し
て
は
な

ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
上
記
の
通
り
、
会
社
法
は
主
に
濫
用
防
止
策
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
形
式
要
件
や
実
体
要
件
に
つ
い

て
定
め
、
裁
判
例
も
そ
れ
と
の
関
連
で
散
見
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
検
査
役
の
秘
密
保
持
に
関
わ
る
規
定
は
会
社
法
に
は
も
ち
ろ
ん
、
手
続

を
規
律
す
る
非
訟
事
件
手
続
法
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
業
務
財
産
検
査
役
が
秘
密
を
保
持
す
る
法
的
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

実
際
に
は
、
業
務
財
産
検
査
役
に
は
弁
護
士
等
が
選
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
、
弁
護
士
法
二
三
条
が
弁
護
士
の
秘
密
保
持
権
・
義
務
に
つ
い
て

規
定
し
て
い
る
。
こ
の
弁
護
士
法
の
規
定
が
、
検
査
役
の
守
秘
義
務
に
関
す
る
法
令
上
の
間
接
的
な
根
拠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る40

）。
な
お
、

企
業
秘
密
等
の
漏
洩
防
止
に
関
す
る
細
か
い
制
約
は
、
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
す
る
と
き
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る41

）。
実
際
の
検
査
役
の

報
告
（
会
社
法
三
五
八
条
五
項
）
の
結
果
を
見
て
、
株
主
は
監
督
是
正
権
の
行
使
を
決
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
他
に
、
裁
判
所
が
必
要
と
認
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め
る
と
き
は
代
表
取
締
役
に
株
主
総
会
の
開
催
を
さ
せ
（
会
社
法
三
五
九
条
一
項42

））、
そ
こ
で
検
査
役
報
告
内
容
の
開
示
が
な
さ
れ
る
（
二

項
）
か
ら
、
こ
こ
で
取
締
役
の
解
任
等
も
行
え
る
な
ど43

）、
多
様
な
処
理
が
可
能
と
な
る
。

第
三
章

イ
ギ
リ
ス
法
上
の
検
査
役
と
守
秘
義
務

一

イ
ギ
リ
ス
法
を
検
討
対
象
と
す
る
理
由

上
記
の
通
り
、
業
務
財
産
検
査
役
の
守
秘
義
務
に
関
す
る
法
令
上
の
根
拠
は
商
法
・
会
社
法
の
中
に
は
な
く
、
弁
護
士
法
等
に
間
接
的
な

根
拠
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
検
査
役
の
制
度
は
ロ
ェ
ス
レ
ル
草
案44

）を
経
て
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
年
）

の
商
法
制
定
当
時
か
ら
日
本
商
法
（
会
社
法
）
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
ロ
ェ
ス
レ
ル
草
案
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
当
該
草
案
の
検
査
役
（
検

査
官
吏
）
は
、
一
八
六
二
年
の
イ
ギ
リ
ス
法
を
特
に
参
照
し
て
起
草
さ
れ
て
い
る45

）。
も
ち
ろ
ん
、
今
日
に
お
け
る
日
本
の
業
務
財
産
検
査
役

の
位
置
づ
け
と
は
異
な
る
面
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
第
三
者
が
介
在
し
て
調
査
す
る
点
に
お
い
て
日
本
の
業
務
財
産
検
査
役
と
類
似
す

る
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
を
概
観
し
、
特
に
情
報
漏
洩
防
止
の
仕
組
み
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
参
照
し
て
み
る
価
値
は
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

二

イ
ギ
リ
ス
検
査
役
の
概
要46

）

１

制
定
法
上
の
イ
ギ
リ
ス
検
査
役47

）

イ
ギ
リ
ス
法
上
の
検
査
役
（

48
）

in
sp
ecto

r.

以
下
、
イ
ギ
リ
ス
検
査
役
と
い
う
）
も
、
会
社
の
業
務
に
関
し
て
調
査
を
さ
せ
る
制
度
で
あ
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る
点
に
お
い
て
日
本
の
検
査
役
と
共
通
す
る
が
、
選
任
方
法
や
位
置
づ
け
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
こ
の
イ
ギ
リ
ス
検
査
役
の
制
度
も
幾
多

の
改
正
を
経
て
い
る
が49

）、
現
在
の
枠
組
み
は
一
九
八
五
年
会
社
法
（C

o
m
p
a
n
ies A

ct 1985.

以
下
、C

A
 
1985

と
い
う
）
に
お
い
て
整

え
ら
れ
、
二
〇
〇
六
年
会
社
法
（C

o
m
p
a
n
ies

 
A
ct 2006.

以
下
、C

A
 
2006

と
い
う
）
が
追
加
条
項
を
設
け
て
い
る
も
の
の
、
現
在

も
検
査
役
調
査
に
関
し
て
は
、C

A
 
1985

の
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
る50

）。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
上
、
株
主
が
直
接
書
類
等
情
報
に
ア
ク

セ
ス
す
る
た
め
の
仕
組
み
も
一
応
存
在
す
る
が
、
例
外
的
な
制
度
で
あ
る51

）。

２

C
A

52
）

1985

上
の
検
査
役

（
１
）
イ
ギ
リ
ス
検
査
役
の
種
類

一
九
八
五
年
会
社
法
のP

a
rt 14

は
「
会
社
と
そ
の
業
務
に
関
す
る
調
査；

書
類
の
請
求53

）（IN
V
E
S
T
IG
A
T
IO
N
 
O
F
 
C
O
M
-

P
A
N
IE
S A

N
D
 
T
H
E
IR
 
A
F
F
A
IR
S
;R
E
Q
U
IS
IT
IO
N
 
O
F D

O
C
U
M
E
N
T
S

）」
と
さ
れ
て
お
り
、
主
に
検
査
役
に
関
す
る
規
定
が

置
か
れ
て
い
る
。
検
査
役
が
選
任
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
は
次
の
（
ア
）
か
ら
（
ウ
）
の
三
種
類
で
あ
る
。

（
ア
）
株
主
・
会
社
の
請
求
に
基
づ
く
任
命
（C

A
 
1985 s.431

）

株
式
資
本54

）を
有
す
る
会
社
の
場
合
）
二
〇
〇
名
以
上
、
若
し
く
は
、
発
行
済
株
式
の
一
〇
分
の
一
の
資
本
を
有
す
る
株
主
（

１
）

ａ
））
又
は
、

株
式
資
本
を
有
さ
な
い
会
社
の
場
合
）
登
録
構
成
員
の
五
分
の
一
以
上
の
構
成
員
（

１
）

ｂ
））、
又
は
（
株
式
資
本
の

有
無
に
関
係
な
く
）
会
社
（

１
）

ｃ
））
が
検
査
役
選
任
請
求
を
な
し
う
る
。
そ
れ
ら
の
請
求
に
基
づ
い
て
、
国
務
大
臣
が
「
会
社
の
業

務
に
関
し
て
調
査
」
を
な
さ
し
め
る
た
め
に
、
検
査
役
（
複
数
で
も
可
）
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
主
務
大
臣
は
、
こ
の
請
求
に
関
し

て
、
正
当
な
理
由
（g

o
o
d

55
）

rea
so
n

）
を
裏
付
け
る
証
拠
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
３
）。
さ
ら
に
、
検
査
役
任
命
前
、
国
務

大
臣
は
、
調
査
費
用
の
支
払
い
の
た
め
、
請
求
者
に
対
し
て
合
計
£
五
〇
〇
〇
を
超
え
な
い
担
保
の
提
供
等
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

（
４
）。
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少
数
株
主
の
申
立
て
に
基
づ
い
て
職
権
発
動
す
る
点
は
後
述
す
る
日
本
の
検
査
役
と
同
じ
で
あ
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
裁
判
所
の
命
令

に
基
づ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
国
務
大
臣
の
命
令
に
基
づ
い
て
選
任
さ
れ
る
点
が
異
な
る
。
ま
た
、
検
査
役
に
支
払
う
報
酬
額
を
定
め
る
規

定
は
日
本
法
に
も
置
か
れ
て
い
る
（
会
社
法
三
五
八
条
三
項
）
が
イ
ギ
リ
ス
で
は
事
前
に
費
用
支
出
の
た
め
の
担
保
提
供
命
令
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
点
が
異
な
る
。

（
イ
）
裁
判
所
の
命
令
に
基
づ
く
任
命
（C

A
 
1985 s.432

1

））

次
に
、
会
社
業
務
が
調
査
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
裁
判
所
が
命
令
に
よ
り
宣
言
す
る
場
合
に
は
、
国
務
大
臣
は
検
査
役
を
選
任
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
後
述
す
る
日
本
法
で
は
、
少
数
株
主
の
申
立
て
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
任
命
す
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
四
三
二
条
一

項
は
裁
判
所
の
命
令
に
よ
り
国
務
大
臣
が
任
命
す
る
点
が
異
な
る
。

（
ウ
）
国
務
大
臣56

）の
命
令
に
基
づ
く
任
命
（C
A
 
1985

57
）

s.432
2

））

最
後
に
、
国
務
大
臣
は
以
下
の
よ
う
な
状
況
が
あ
る
と
思
料
す
る
場
合
に
は
、
職
権
に
よ
り
検
査
役
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⒜

会
社
の
業
務
が
会
社
債
権
者
・
そ
れ
以
外
の
債
権
者
を
詐
害
す
る
意
図
、
詐
害
的
若
し
く
は
不
法
な
意
図
、
ま
た
は
、
一
部
の
株
主

に
不
公
平
に
不
利
益
を
与
え
る
意
図
で
行
わ
れ
る
場
合
（s.432

2

）

a

））。

⒝

会
社
の
あ
ら
ゆ
る
事
実
上
の
・
提
案
さ
れ
た
行
為
若
し
く
は
不
作
為
（
会
社
の
た
め
の
も
の
を
含
む
）
が
不
公
平
で
あ
る
か
、
ま
た

は
、
会
社
が
詐
害
的
若
し
く
は
不
法
な
目
的
の
た
め
に
設
立
さ
れ
る
場
合
（s.432

2

）

b

））。

⒞

会
社
の
設
立
若
し
く
は
業
務
に
関
与
す
る
者
が
、
会
社
ま
た
は
株
主
に
対
し
て
詐
欺
、
失
当
な
行
為58

）、
違
反
行
為59

）に
よ
り
有
罪
と
さ

れ
た
場
合
（s.432

2

）

c

））。

⒟

会
社
の
株
主
が
合
理
的
に
期
待
す
る
で
あ
ろ
う
、
会
社
の
業
務
に
関
す
る
情
報
の
全
て
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
（s.432

2

）

d

））。

こ
の
よ
う
に
、
国
務
大
臣
が
検
査
役
を
職
権
で
選
任
す
る
制
度
が
検
査
役
の
中
で
最
も
大
き
な
比
重
を
占
め
て
お
り60

）、
日
本
の
業
務
財
産

（法政研究82-２･３- ）630 886

論 説



検
査
役
と
の
違
い
の
一
つ
で
あ
る
。

（
２
）
検
査
役
の
権
限
等

以
上
説
明
し
て
き
た
事
由
等
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
検
査
役
の
権
限
は
大
き
な
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
調
査
対
象
会
社
の
子
会
社
、
持
株
会
社
、
持
株
会
社
の
子
会
社
、
子
会
社
の
持
株
会
社
に
及
ぶ
ほ
か
、
調
査
対
象
会
社
に
対
す
る

調
査
結
果
が
関
係
す
る
別
会
社
も
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
調
査
で
き
る
こ
と
が
明
文
規
定
さ
れ
る
（C

A
 
1985 s.433

）。

次
に
、
取
締
役
や
会
社
代
理
人
に
、
調
査
対
象
会
社
の
又
は
そ
れ
に
関
連
す
る
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
（C

A
 
1985 s.434

1

）

a

））、

検
査
役
の
面
前
に
出
頭
す
る
こ
と
（
同

b

））、
原
則
と
し
て
、
調
査
に
関
し
て
合
理
的
に
提
供
可
能
な
全
て
の
協
力
を
提
供
す
る
こ
と

（
同

c

））
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る61

）。

次
に
、
事
件
に
関
連
す
る
情
報
を
所
持
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
（
調
査
対
象
者
）
に
、
宣
誓
を
さ
せ
た
上
で
、
そ
の
者
か
ら
口
頭
で

の
証
拠
を
と
る
こ
と
が
で
き62

）、
そ
の
者
の
権
限
の
範
囲
内
で
、
事
件
に
関
連
す
る
文
書
を
作
成
す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
（C

A
 

1985 s.434
2

）

a

））
他
、
出
頭
要
求
を
す
る
権
利
（C

A
 
1985 s.434

2

）

b

））、
調
査
に
関
し
て
合
理
的
に
提
供
可
能
な
全
て
の
協

力
を
提
供
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
（
同

c

））
が
あ
る
。

検
査
役
は
調
査
の
目
的
で
、
何
人
に
対
し
て
も
口
頭
で
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
（C

A
 
1985 s.434

3

））。
そ
の
他
、
検
査
役
は
、
全

部
又
は
一
部
が
会
社
の
業
務
に
使
わ
れ
て
い
る
と
思
料
す
る
建
物
に
立
ち
入
る
権
限
も
付
与
さ
れ
て
い
る
（C

A
 
1985 s.453A

）。

こ
れ
ら
検
査
役
に
よ
る
要
求
や
検
査
役
調
査
に
対
し
て
、
正
当
に
上
記
要
求
が
な
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
協
力
を
し
な
か
っ
た
者
は
何

人
も
、
裁
判
所
に
報
告
さ
れ
た
上
で
、
裁
判
所
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
（C

A
 
1985

63
）

s.436

）。
な
お
、
調
査
対
象
の
文
書
を
毀

棄
・
切
断
・
改
ざ
ん
な
ど
し
た
場
合
（C

A
 
1985 s.450

）、
う
そ
の
情
報
を
提
供
し
た
場
合
（C

A
 
1985 s.451

）
な
ど
は
、
そ
れ
を
し
た
取

締
役
が
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
真
実
の
情
報
が
確
実
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
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３
C
A
 
2006

に
よ
る
検
査
役
の
制
度
の
改
正

二
〇
〇
六
年
会
社
法
（C

A
 
2006

）
は
、P

A
R
T
 
32

に
お
い
て
「
会
社
の
調
査；

改
正
（C

O
M
P
A
N
Y
 
IN
V
E
S
T
IG
A
T
IO
N
S
:

A
M
E
N
D
M
E
N
T
S

）」
の
節
（s.

1035

〜
）
を
設
け
て
お
り
、
新
た
に
国
務
大
臣
の
統
括
権
を
整
理
・
拡
充
し
、
明
示
的
に
規
定
さ
れ
な

か
っ
た
検
査
役
の
辞
任
・
死
亡
時
の
処
理
（
後
任
検
査
役
へ
の
情
報
伝
達
等
）
な
ど
に
つ
い
て
も
規
定64

）し
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
検
査
役
の

選
任
要
件
等
、
基
本
的
な
枠
組
み
に
は
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

三

イ
ギ
リ
ス
検
査
役
の
守
秘
義
務
に
関
す
る
事
例65

）

以
上
、
イ
ギ
リ
ス
検
査
役
の
概
要
、
特
に
制
定
法
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
法
は
判
例
法
の
重
要
性
が
高
く66

）、

さ
ら
に
詳
細
な
ル
ー
ル
を
知
る
た
め
に
は
判
例
法67

）を
概
観
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
が
特
に
問
題
と
す
る
の
は
検
査
役
等
の
守
秘
義
務

で
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
関
係
す
る
判
例68

）の
う
ち
、
本
稿
と
の
関
係
で
重
要
な
も
の
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
そ
れ
ら
を
中
心
に
紹
介
す
る
。

１

検
査
役
の
守
秘
義
務
等
｜H

ea
rts o

f O
a
k A

ssu
ra
n
ce

事
件

H
ea
rts o

f O
a
k A

ssu
ra
n
ce C

o
.,
L
td
.
v
.
A
tto
rn
ey
-G
en
era

l,

﹇1932

﹈A
ll E

R
 
R
ep 732,

﹇1932

﹈A
C
 
392;

101 L
J C

h 177;

147 L
T
 
41;

48 T
L
R
 
296;

76 S
o
l Jo 217

【
事
案
】
一
九
二
三
年
簡
易
保
険
法69

）七
条
に
基
づ
き
、Jo

h
n
 
F
o
x

が
検
査
役
に
選
任
さ
れ
、
一
九
三
〇
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
東
部
の

ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
・
オ
ン
・
タ
イ
ン
（
地
名
）
に
お
い
て
、
原
告
で
あ
るH

ea
rts o

f O
a
k A

ssu
ra
n
ce

社
（
以
下
、
Ｏ
社
と
い
う
）
の
調

査
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
、Jo

h
n

は
宣
誓
の
も
と
、
役
員
、
社
員
、
代
理
人
や
使
用
人
ら
に
対
し
て
、
公
然
と
調
査
を
行
い
、
そ
こ
か
ら

得
ら
れ
た
多
く
の
情
報
が
公
に
な
る
よ
う
な
供
述
書
を
作
成
し
た
。
ま
た
、
同
年
カ
ー
デ
ィ
フ
（
地
名
）
に
お
い
て
、
新
聞
記
者
が
同
席
す

（法政研究82-２･３- ）632 888
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る
中
で
、Jo

h
n

は
目
撃
者
の
調
査
を
公
然
と
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
に
関
し
て
、
Ｏ
社
が
、
一
九
二
三
年
簡
易
保
険
法
七
条
に
基
づ
き
、

会
社
を
調
査
す
る
た
め
に
選
任
さ
れ
た
検
査
役
は
、
公
然
と
調
査
を
す
る
義
務
も
権
利
も
な
く
、
そ
こ
で
得
た
情
報
を
公
に
す
る
権
利
も
な

い
と
主
張
し
て
、
法
務
総
裁70

）を
被
告
と
し
て
訴
え
た
。
控
訴
院
判
決
は
、
検
査
役
調
査
が
非
公
開
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
宣
言
す

る
権
利
や
、
検
査
役
調
査
が
非
公
開
で
行
わ
れ
る
よ
う
制
限
す
る
権
利
は
な
い
と
判
示
し
た
た
め
、
Ｏ
社
よ
り
上
訴
。

【
判
決
要
旨
】
上
訴
認
容
判
決

裁
判
所
は
、
関
連
規
定71

）を
引
用
し
、
一
九
二
三
年
簡
易
保
険
法
七
条
、
一
八
九
六
年
共
済
団
体
法72

）の
い
ず
れ
に
も
、
調
査
を
公
然
と
行
う

か
秘
密
に
行
う
か
、
ま
た
そ
の
裁
量
権
に
関
す
る
規
定
も
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、

調
査
の
性
質
と
目
的
を
ど
う
考
え
る
か
」

が
主
要
な
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

他
に
指
図
す
る
制
定
法
上
の
規
定
が
な
い
限
り
、
本
件
事
案
は
、
団
体
・
会
社
の
内
部
事
項
に
属
す
る
問
題
で
あ
り
、
ゆ
え
に
、
調
査

を
公
表
し
て
よ
い
と
い
う
制
定
法
の
規
定
が
な
い
状
況
に
お
い
て
は
、
一
九
二
三
年
簡
易
保
険
法
一
七
条
等
の
調
査
は
公
然
と
行
わ
れ
て
は

な
ら
な
い
」

「
原
告
（
Ｏ
社
）
の
業
務
を
調
査
す
る
た
め
に
選
任
さ
れ
た
検
査
役
は
、
公
然
と
調
査
を
す
る
権
限
を
持
た
な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
、
検

査
役
が
制
定
法
上
の
義
務
を
適
切
に
履
行
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
に
合
理
的
に
必
要
と
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
人
の
同
席
を
許
可
し
な
い

も
の
で
は
な
い
。

本
件
で
主
張
さ
れ
た
目
的
の
た
め
に
検
査
役
が
選
任
さ
れ
た
場
合
に
は
、
調
査
や
調
査
対
象
者
へ
の
権
限
行
使
の
過
程
で
、
そ
の
者
か
ら

得
ら
れ
た
情
報
を
公
に
す
る
権
限
を
持
た
な
い
。
但
し
、
調
査
を
遂
行
す
る
目
的
、
原
告
に
関
す
る
調
査
報
告
書
を
準
備
す
る
目
的
、
そ
の

他
こ
れ
に
付
随
す
る
目
的
の
た
め
に
か
か
る
情
報
を
利
用
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。」

な
お
、
こ
の
判
決
の
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
上
の
商
務
省73

）が
検
査
役
を
選
任
し
て
行
う
調
査
に
対
し
て
、
上
記
判
示
が
類
推
さ
れ
る
点

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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２

調
査
関
係
者
の
守
秘
義
務
｜
Ｍ
Ｇ
Ｎ
事
件

R
e a

n in
q
u
iry in

to M
irro

r G
ro
u
p N

ew
sp
a
p
ers p

lc,

﹇2000

﹈C
h
.
D
.
194,

﹇1999

﹈2 A
ll E

.R
.
641,

﹇1999

﹈3 W
L
R
 
583,

﹇1999
﹈1 B

C
L
C
 
690

【
事
案
】M

irro
r G

ro
u
p
s N

ew
sp
a
p
er

74
）

p
lc

（
以
下
、
Ｍ
Ｇ
Ｎ
社
と
い
う
）
の
実
質
的
代
表
者
で
あ
っ
たM

r.
R
o
b
ert M

a
x
w
ell

（
以
下
、R

o
b
ert

と
い
う
）
が
一
九
九
一
年
一
一
月
五
日
に
死
去
し
た
。
こ
れ
を
発
端
と
し
て
、R

o
b
ert

が
生
前
に
Ｍ
Ｇ
Ｎ
社
の
財
産
を

証
券
化
し
、
同
じ
くR

o
b
ert

が
運
営
す
る
別
会
社
の
借
入
金
返
済
に
充
て
て
い
た
疑
い
が
強
ま
っ
た
た
め
、
Ｍ
Ｇ
Ｎ
社
の
当
時
の
業
務
に

関
し
て
調
査
す
る
た
め
に
、
国
務
大
臣
の
命
令
（C

A
 
1985 s.432

2

））
等
に
基
づ
い
て
、M

r.
Jo
h
n T

h
o
m
a
s

高
等
法
院
（
Ｑ
Ｃ
）
判

事
と
、M

r.
R
a
y
m
o
n
d T

u
rn
er

が
検
査
役
と
し
て
選
任
さ
れ
、
こ
の
者
ら
はR

o
b
ert

在
任
中
の
Ｍ
Ｇ
Ｎ
社
の
業
務
や
、
Ｍ
Ｇ
Ｎ
社
の
社

員
に
つ
い
て
も
調
査
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
検
査
役
ら
は
、
調
査
当
時
の
会
社
代
表
者
で
あ
るM

r.
K
ev
in
 
M
a
x
w
ell

（R
o
b
ert

の
息
子
。
以
下M

a
x
w
ell

と
い
う
）

の
ほ
か
、M

a
x
w
ell

の
兄
弟
で
あ
るM

r.
Ia
n M

a
x
w
ell

（
以
下
、Ia

n

と
い
う
）、M

r.
L
a
rry T

ra
ch
ten

b
erg

（
以
下
、T

ra
ch
ten

-

b
erg

と
い
う
）
を
調
査
対
象
者
と
し
て
選
定
し
た
。
な
お
、
検
査
役
調
査
の
当
時
、M

a
x
w
ell

に
対
す
る
別
の
刑
事
手
続
が
進
行
中
で

あ
っ
た
。

検
査
役
は
調
査
に
関
し
て
、
秘
密
保
持
契
約
（
検
査
役
調
査
の
過
程
で
得
た
情
報
や
、
質
問
と
そ
れ
に
対
す
る
答
え
な
ど
、
広
い
範
囲
に

及
ぶ
）
を
結
ぶ
よ
うM

a
x
w
ell

に
要
求
し
た
が
、M

a
x
w
ell

は
そ
れ
を
拒
絶
し
、
検
査
役
の
調
査
は
阻
害
さ
れ
た
た
め
、
検
査
役
か
ら
高

等
法
院
へ
、M

a
x
w
ell

の
調
査
拒
絶
を
審
査
し
、
処
罰
す
る
よ
う
申
請
。M

a
x
w
ell

が
検
査
役
調
査
へ
の
協
力
義
務
（C

A
 
1985 s.434

は
「
合
理
的
に
提
供
可
能
な
全
て
の
協
力
」
を
検
査
役
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
規
定
す
る
）
に
違
反
し
て
い
る
か
が
最
も
大

き
な
争
点
と
さ
れ
た
。

（法政研究82-２･３- ）634 890
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【
判
決
要
旨
】
申
請
却
下
（A

p
p
lica

tio
n D

ism
issed

）

裁
判
所
は
、H

ea
rts o

f O
a
k A

ssu
ra
n
ce

事
件
（
前
述
）
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

当
該
判
決
は
、
検
査
役
が
そ
の
調
査
過
程
で
得
た
情
報
を
利
用
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
明
確
に
判
示
し
て
い
る
。
検
査
役
は
、
例

え
ば
、
コ
メ
ン
ト
を
得
る
た
め
に
そ
の
情
報
を
他
の
目
撃
者75

）に
伝
達
し
た
り
、
質
問
す
る
に
当
た
り
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
事
件
（H

ea
rts o

f O
a
k A

ssu
ra
n
ce

事
件
）
の
理
由
付
け
は
、
単
に
、
既
に
行
わ
れ
て
い
る
実
務
が
内
密
の
調
査
を
推
奨
す
る
と

い
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
、
主
に
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
個
人
や
会
社
に
対
し
て
非
常
に
大
き
な
被
害
が
生
ず
る
と
い

う
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

中
略
）

当
該
事
件
は
、
第
一
四
章
に
よ
る
会
社
へ
の
調
査
は
内
密
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
検
査
役
は
調
査
過
程
で
開
示
さ
れ
た
情
報
を
公

に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
明
確
な
法
源
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
当
該
判
決
は
検
査
役
の
調
査
過
程
に
関
し
て
、
調
査
の
内

密
性
以
外
に
、
他
の
制
限
を
課
し
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
実
際
に
明
確
に
そ
れ
を
課
す
こ
と
を
避
け
て
い
る76

）。」

公
務
員
や
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
公
的
機
関
が
、
公
的
目
的
の
た
め
の
強
制
権
限
に
よ
っ
て
情
報
を
得
た
場
合
、
法
的
な
守
秘
義
務
の
問

題
が
生
ず
る
が
、
こ
の
義
務
は
、
公
的
利
益
に
よ
り
そ
の
秘
密
情
報
の
伝
達
が
必
要
に
な
る
場
合
に
は
覆
る77

）。」

検
査
役
は
）M

a
x
w
ell

に
対
し
て
質
問
を
す
る
目
的
で
、
彼
に
そ
の
情
報
・
文
書
を
提
示
す
る
妨
げ
と
な
る
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
。

検
査
役
は
、
先
例
に
よ
れ
ば
、M

a
x
w
ell

か
ら
秘
密
保
持
の
約
束
を
引
き
出
す
義
務
を
負
わ
な
い
。
検
査
役
は
、
自
由
裁
量
の
一
環
と
し

て
、M

a
x
w
ell

に
秘
密
保
持
契
約
に
サ
イ
ン
す
る
よ
う
要
求
す
る
権
利
は
確
か
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
（M

a
x
w
ell

）
が
そ

の
義
務
を
拒
ん
だ
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
彼
が
検
査
役
に
『
全
て
の
合
理
的
協
力
』
を
し
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。

中
略
）

彼
が
秘
密
保
持
契
約
に
サ
イ
ン
す
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
検
査
役
は
当
該
情
報
・
文
書
を
彼
の
前
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

検
査
役
は
、
調
査
の
目
的
で
当
該
情
報
・
文
書
を
提
示
す
る
に
際
し
て
、

そ
の
情
報
提
供
者
を
保
護
す
る
た
め
に
）
秘
密
保
持
契
約
を

結
ば
せ
る
義
務
を
負
う
と
い
う
見
解
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
情
報
を
保
存
・
保
護
し
た
い
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
当
該
情
報
が
伝

（82-２･３- ）891 635
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達
さ
れ
る
相
手
又
は
当
該
情
報
を
提
示
す
る
相
手
方
に
対
し
て
、
そ
の
情
報
が
秘
密
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に

通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
当
該
相
手
方
は
、
当
該
通
知
を
受
け
取
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
検
査
役
へ
の
質
問
に
答
え
る
に
際

し
て
、
当
該
情
報
・
文
書
を
利
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
当
該
相
手
方
は
、
弁
護
士
そ
の
他
の
者
の
法
的
援
助
を
受
け
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
記
憶
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
り
、
記
憶
違
い
を
訂
正
し
た
り
す
る
た
め
に
、
手
続
に
関
与
し
た
他
の
者
へ
相
談
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
当
該
相
手
方
が
そ
う
す
る
こ
と
か
ら
、
情
報
保
持
者
と
検
査
役
の
両
方
に
対
し
て
負
う
あ
ら
ゆ
る
義
務
に
違
反
す
る
と
は
直
ち
に
は

い
え
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

他
方
、
そ
の
新
た
な
目
撃
者
（
当
該
相
手
方
）
が
、
当
該
情
報
・
文
書
を
提
供
さ
れ
た
目
的
以
外
の
目
的
で
開
示
し
よ
う
と
し
た
場
合
は
、

そ
の
情
報
・
文
書
提
供
者
に
対
す
る
義
務
に
明
白
に
違
反
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
手
続
保
障
の
観
点
か
ら
必
要
の

あ
る
場
合
、
よ
り
高
度
の
公
的
利
益
が
あ
る
場
合
な
ど
、
開
示
を
正
当
化
す
る
特
段
の
事
情
の
あ
る
場
合
も
存
在
す
る
。」

第
四
章

イ
ギ
リ
ス
検
査
役
と
日
本
の
業
務
財
産
検
査
役
の
対
比
｜
守
秘
義
務
を
中
心
に

一

イ
ギ
リ
ス
検
査
役
に
関
す
る
事
例
の
整
理

以
上
、
日
本
の
業
務
財
産
検
査
役
の
制
度
創
設
時
に
参
照
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
検
査
役
に
つ
き
概
観
し
、
そ
の
守
秘
義
務
の
根
拠
を
求
め

て
若
干
の
事
例
を
紹
介
し
た
。H

ea
rts o

f O
a
k A

ssu
ra
n
ce

事
件
は
、
検
査
役
が
そ
の
調
査
を
公
然
と
行
う
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か

否
か
、
そ
の
調
査
過
程
で
得
た
情
報
を
公
に
す
る
権
限
が
あ
る
の
か
が
問
題
と
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
が
、
原
則
と
し
て
調
査
を
公
然
と
行
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
主
に
当
該
情
報
の
保
持
者
を
保
護
す
る
趣
旨
で
あ
る
。
ま
た
、
検
査
役
は
大
き
な
調
査
権

を
持
ち
、
様
々
な
者
を
呼
び
出
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
過
程
で
秘
密
に
し
て
お
く
べ
き
情
報
を
調
査
対
象
者
等

（法政研究82-２･３- ）636 892
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の
眼
前
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
こ
の
情
報
を
提
示
さ
れ
た
調
査
対
象
者
に
も
守
秘
義
務
を
負
わ
せ
る
必

要
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
た
Ｍ
Ｇ
Ｎ
事
件
判
決
は
、
①
検
査
役
は
、
調
査
の
対
象
者
に
秘
密
保
持
契
約
の
締
結
を
強
制
す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
者
は
こ
れ
を
拒
ん
だ
か
ら
と
い
っ
てC

A
 
1985 s.434

の
調
査
協
力
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
②

も
っ
と
も
、
検
査
役
と
調
査
対
象
者
の
問
答
の
中
な
ど
に
、
秘
密
と
さ
れ
る
べ
き
情
報
が
含
ま
れ
る
場
合
に
、
当
該
調
査
対
象
者
が
こ
れ
を

検
査
役
の
調
査
と
関
係
の
な
い
目
的
で
第
三
者
に
伝
え
る
こ
と
は
、
法
の
課
し
た
秘
密
保
持
の
義
務
に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
を
判
示
し
、

法
律
上
こ
の
第
三
者
に
も
守
秘
義
務
が
課
さ
れ
る
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
検
査
役
の
守
秘
義
務
、
及
び
検

査
役
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
す
る
調
査
対
象
者
が
負
う
べ
き
守
秘
義
務
に
関
し
て
判
例
法
に
よ
り
ル
ー
ル
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

二

イ
ギ
リ
ス
検
査
役
の
性
質
と
守
秘
義
務

な
ぜ
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
検
査
役
や
調
査
対
象
者
の
守
秘
義
務
が
明
確
で
か
つ
詳
細
な
の
か
。
こ
れ
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
調
査
権

そ
の
も
の
の
性
質
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
ず
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
特
徴
的
な
の
は
、
国
務
大
臣
の
命
令
に
よ
る
検
査

役
選
任
の
制
度
（C

A
 
1985 s.432

2

））
の
存
在
感
が
大
き
く
、
調
査
が
行
政
権
的
で
あ
る
点78

）で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
調
査
権
や
調
査
対

象
も
大
規
模
な
も
の
と
な
り
や
す
く79

）、
検
査
役
の
活
動
は
継
続
的
な
も
の
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
触
れ
る
情
報
の
量
も
増
え
、
そ
の
中
に
当

事
者
や
調
査
対
象
者
に
関
す
る
秘
匿
す
べ
き
情
報
が
入
り
込
む
確
率
も
増
加
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
守
秘
義
務
の
明
確
か
つ
詳
細
な
根
拠

を
上
記
の
判
例
法
に
よ
っ
て
詳
細
に
定
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
Ｍ
Ｇ
Ｎ
事
件
に
目
を
戻
す
と
、H

ea
rts o

f O
a
k A

ssu
ra
n
ce

事
件
が
判

示
し
た
検
査
役
の
負
う
守
秘
義
務
は
個
人
や
会
社
へ
の
被
害
を
防
止
す
る
趣
旨
で
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
行
政

権
が
公
益
的
観
点
か
ら
会
社
の
調
査
を
行
わ
せ
る
イ
ギ
リ
ス
検
査
役
の
制
度
に
お
い
て
は
、
調
査
の
円
滑
そ
れ
自
体
の
要
保
護
性
も
高
い
と

推
察
さ
れ
る
。
検
査
役
が
調
査
に
あ
た
っ
て
い
る
と
い
う
情
報
自
体
が
漏
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
後
の
調
査
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
が
考
え
ら

（82-２･３- ）893 637
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れ
る80

）。
そ
の
た
め
、
検
査
役
が
保
持
し
て
い
る
情
報
の
漏
洩
を
防
止
し
（H

ea
rts o

f O
a
k
 
A
ssu

ra
n
ce

事
件
参
照
）、
ま
た
、
調
査
過
程

で
当
該
情
報
に
触
れ
た
者
か
ら
の
漏
洩
も
防
止
す
る
（
Ｍ
Ｇ
Ｎ
事
件
参
照
）
と
い
う
形
で
、
き
め
細
や
か
に
守
秘
義
務
を
課
す
方
法
で
情
報

漏
洩
を
防
止
す
る
方
法
を
取
る
の
が
調
査
の
円
滑
に
資
す
る
。

以
上
、
イ
ギ
リ
ス
の
検
査
役
や
調
査
対
象
者
に
課
さ
れ
る
守
秘
義
務
は
、
そ
の
情
報
に
利
害
を
有
す
る
者
の
私
的
利
益
と
、
調
査
の
円
滑

そ
れ
自
体
と
い
う
公
的
利
益
の
両
方
を
保
護
す
る
た
め
に
課
さ
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。

三

日
本
検
査
役
の
守
秘
義
務
｜
イ
ギ
リ
ス
法
と
の
対
比
を
通
し
て

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
業
務
財
産
検
査
役
は
、
株
主
が
自
己
の
利
益
を
守
る
た
め
に
裁
判
所
に
選
任
請
求
す
る
と
い
う
制
度
と
し
て
ア

レ
ン
ジ
さ
れ
て
お
り
、
行
政
権
が
関
与
す
る
制
度
と
し
て
は
設
計
さ
れ
て
い
な
い
。
裁
判
所
が
選
任
し
、
命
じ
ら
れ
た
調
査
を
一
時
的
に
行

う
に
と
ど
ま
る
点
も
イ
ギ
リ
ス
検
査
役
と
異
な
る
。
日
本
の
業
務
財
産
検
査
役
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
に
株
主
等
個
別
具
体
的
な
法
的
主
体

の
利
益
を
守
る
た
め
の
制
度
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
現
時
点
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
検
査
役
と
日
本
検
査
役
を
全
体
と
し
て
比
較
す
る
こ

と
に
は
若
干
の
困
難
を
伴
う
。
も
っ
と
も
、
守
秘
義
務
に
関
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
法
制
度
は
詳
細
で
あ
り
参
考
に
な
る
と
考
え
る
。

ま
ず
、H

ea
rts o

f O
a
k A

ssu
ra
n
ce

事
件
が
判
示
す
る
よ
う
に
、
守
秘
義
務
の
法
的
根
拠
を
明
確
に
し
た
方
が
よ
い
か
。
日
本
法
上
の

検
査
役
の
守
秘
義
務
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
日
本
の
業
務
財
産
検
査
役
も
調
査
権
は
強
力
で
あ
り
、
そ
の
調
査
へ
の
非
協
力
が
刑
罰
の
対
象

と
さ
れ
て
い
る
（
会
社
法
九
七
六
条
参
照
）。
つ
ま
り
情
報
を
一
定
程
度
強
制
的
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
情
報
の
守
秘

義
務
に
関
す
る
会
社
法
上
の
根
拠
を
持
た
な
か
っ
た
。
確
か
に
、
弁
護
士
等
、
別
の
法
令
上
守
秘
義
務
を
負
っ
た
者
が
選
ば
れ
続
け
る
限
り

は
十
分
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
検
査
役
の
資
格
に
は
制
限
が
な
く
、
事
実
上
弁
護
士
等
が
選
任
さ
れ
る
と
い
う
慣
行
が
あ
る

に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
弁
護
士
等
以
外
の
主
体
を
選
任
す
る
と
、
守
秘
義
務
の
法
令
上
の
根
拠
が
失
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
調
査
過
程
で
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得
ら
れ
た
会
社
や
取
締
役
等
が
有
す
る
企
業
秘
密
や
個
人
情
報
等
秘
匿
す
べ
き
情
報
の
保
護
が
問
題
と
な
る
が
、
守
秘
義
務
の
明
確
な
根
拠

が
あ
っ
た
方
が
こ
れ
ら
情
報
保
持
者
の
私
的
利
益
を
よ
り
よ
く
守
る
こ
と
が
で
き
る81

）。
次
に
、
イ
ギ
リ
ス
検
査
役
は
調
査
の
円
滑
そ
の
も
の

を
強
く
保
護
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
日
本
法
で
は
ど
う
か
。
確
か
に
、
日
本
法
上
の
検
査
役
は
一
時
的
に
調
査
を
行
う
の
み
で
あ
り
、
調
査

自
体
の
円
滑
を
保
護
す
る
要
請
は
イ
ギ
リ
ス
ほ
ど
高
く
は
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
一
時
的
な
調
査
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
調
査
の
円

滑
さ
は
、
調
査
を
依
頼
し
た
株
主
の
権
利
保
護
の
観
点
か
ら
一
定
程
度
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
株
主
は
取
締
役
側
が
保
有
す
る
会
社
情
報
に

触
れ
る
機
会
が
少
な
く
、
そ
の
情
報
を
詳
細
に
調
査
す
る
数
少
な
い
手
段
の
一
つ
が
業
務
財
産
検
査
役
の
制
度
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
日
本
法
上
検
査
役
の
守
秘
義
務
の
法
的
根
拠
が
脆
弱
で
あ
る
こ
と
は
調
査
の
円
滑
を
害
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
開
示
し
て
は
な
ら
な
い

情
報
が
調
査
に
付
随
し
て
外
部
に
出
る
こ
と
を
危
惧
す
る
取
締
役
ら
調
査
対
象
者
ら
の
調
査
へ
の
協
力
を
促
す
に
は
、
調
査
者
で
あ
る
検
査

役
の
守
秘
義
務
が
法
令
上
明
確
で
あ
る
こ
と
が
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
調
査
対
象
者
の
利
益
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
調

査
の
円
滑
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
業
務
財
産
検
査
役
の
守
秘
義
務
の
根
拠
を
会
社
法
上
明
確
に
す
る
の
が
望
ま
し
い82

）。

次
に
、
Ｍ
Ｇ
Ｎ
事
件
は
調
査
対
象
者
に
も
守
秘
義
務
を
課
す
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
た
が
、
日
本
法
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。

日
本
法
は
、
こ
の
よ
う
な
調
査
対
象
者
の
守
秘
義
務
の
根
拠
も
持
た
な
い
。
ま
ず
、
情
報
を
提
供
し
た
調
査
対
象
者
の
私
的
利
益
の
観
点
か

ら
考
え
て
み
る
と
、
単
に
守
秘
義
務
を
検
査
役
に
課
す
だ
け
で
は
意
味
が
な
い
。
確
か
に
、
行
政
権
が
関
与
し
大
規
模
な
調
査
を
行
え
る
イ

ギ
リ
ス
の
検
査
役
と
は
異
な
り
、
日
本
の
検
査
役
の
調
査
は
一
時
的
で
比
較
的
小
規
模
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
過
程
で
、
調
査
の
実
効
性

を
高
め
る
た
め
に
、
以
前
の
調
査
で
取
得
し
た
情
報
を
以
後
の
調
査
対
象
者
に
提
示
す
べ
き
場
面
は
生
じ
、
そ
の
情
報
の
中
に
秘
匿
す
べ
き

も
の
が
含
ま
れ
る
場
面
も
想
定
し
う
る
点
は
イ
ギ
リ
ス
で
も
日
本
で
も
同
じ
で
あ
る
。
調
査
対
象
者
の
私
的
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、

検
査
役
調
査
の
過
程
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
し
た
別
の
調
査
対
象
者
に
対
し
て
も
「
目
的
外
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
」
等
と
い
う
守
秘
義
務

を
課
す
こ
と
が
望
ま
し
い
。
次
に
、
調
査
の
円
滑
の
観
点
か
ら
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
既
に
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
情
報
そ
の
も
の
が

漏
洩
す
る
と
、
証
拠
隠
滅
等
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
調
査
自
体
の
円
滑
を
害
す
る
事
態
が
生
じ
う
る
。
行
政
権
が
関
与
し
て
い
な
く
と
も
、
こ
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の
調
査
の
円
滑
自
体
が
保
護
に
値
す
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
調
査
対
象
者
ら
の
私
的
利
益
の
保
護
の
観
点
か
ら
、

ま
た
、
調
査
自
体
の
円
滑
さ
の
観
点
か
ら
、
調
査
対
象
者
に
守
秘
義
務
を
課
す
こ
と
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
上
記
の
通
り
調
査
へ

の
非
協
力
が
刑
罰
の
対
象
と
し
て
法
令
上
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
、
こ
れ
ら
調
査
対
象
者
の
守
秘
義
務
も
会
社
法
上
明

示
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
検
査
役
と
日
本
の
業
務
財
産
検
査
役
は
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
。
し
か
し
、
秘
密
保
持
に
関
す
る
問
題
は
、
程

度
は
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
日
本
で
も
起
こ
り
う
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
行
政
権
が
関
与
す
る
イ
ギ
リ
ス
検
査
役
の
制

度
が
守
秘
義
務
に
関
す
る
詳
細
な
判
例
法
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
守
秘
義
務
の
根
拠
が
明
確
で
な
い
日
本
の
業
務
財
産
検
査
役
に
対

し
て
若
干
の
示
唆
を
与
え
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
五
章

お
わ
り
に

以
上
、
検
査
役
の
守
秘
義
務
と
い
う
テ
ー
マ
に
絞
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
と
日
本
法
の
簡
単
な
比
較
を
試
み
た
。
こ
こ
で
、
会
社
の
経
理
情

報
取
得
に
関
し
て
、
会
社
の
業
務
執
行
に
通
じ
て
い
な
い
検
査
役
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
が
伴
う
と
し
て
、
反
対
の
立
場83

）も
存
在
す
る
。

し
か
し
、
会
社
の
日
常
業
務
に
携
わ
ら
ず
、
会
社
と
の
利
害
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
中
立
で
あ
る
こ
と
が
で
き
、
客
観
的
な
検
査
が

期
待
で
き
る
。
そ
こ
に
、
帳
簿
・
書
類
の
閲
覧
権
と
は
異
な
る
、
業
務
財
産
検
査
役
の
利
点
が
あ
る
と
も
い
え
る
。

ま
た
、
業
務
財
産
検
査
役
に
は
時
間
と
コ
ス
ト
が
か
か
る
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
会
計
帳
簿
等
を
直
接
閲
覧
し
た
方
が
時
間
も
コ
ス
ト
も

少
な
く
て
済
む
。
も
っ
と
も
、
帳
簿
・
書
類
の
閲
覧
権
は
秘
密
保
持
に
関
し
て
は
弱
点
を
抱
え
て
お
り
、
会
計
帳
簿
閲
覧
の
可
否
を
巡
っ
て
、

目
的
が
正
当
か
、
濫
用
的
か
と
い
う
こ
と
で
争
い
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
れ
に
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
間
・
コ
ス
ト
は
膨
大
な
も

の
と
な
る
。
一
方
、
検
査
役
は
守
秘
義
務
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
企
業
秘
密
等
守
る
べ
き
情
報
を
保
護
し
な
が
ら
監
督
是
正
権
に
必
要
な
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情
報
を
引
き
出
す
フ
ィ
ル
タ
ー
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
株
主
と
会
社
の
双
方
の
利
益
に
資
す
る
面
も
あ
る
し
、
先
述
の
通

り
裁
判
所
が
関
与
す
る
の
で
公
正
性
が
期
待
で
き
る
点
な
ど
、
特
有
の
利
点
も
あ
る84

）。
こ
の
職
務
自
体
を
行
え
る
主
体
を
事
実
上
限
定
す
る

必
要
性
は
高
く
な
く
、
守
秘
義
務
の
法
律
上
の
根
拠
を
明
確
に
し
た
上
で
、
弁
護
士
等
以
外
の
主
体
（
法
人
や
公
的
、
準
公
的
機
関
も
含

む
）
に
も
検
査
役
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
時
間
や
コ
ス
ト
の
弊
害
も
緩
和
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る85

）。

業
務
財
産
検
査
役
は
日
本
の
商
法
・
会
社
法
上
に
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
制
度
設
計
の
仕
方
に
よ
っ
て
そ
の
利
用
価
値
が
引
き
出
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
本
稿
が
取
り
扱
っ
た
守
秘
義
務
に
関
す
る
問
題
も
含

め
て
、
あ
る
べ
き
制
度
の
詳
細86

）に
つ
い
て
は
、
各
種
隣
接
諸
制
度
や
国
外
の
動
向
等
に
配
慮
し
つ
つ
、
今
後
と
も
研
究
を
深
め
て
ゆ
き
た
い
。

１
）

プ
リ
ン
シ
パ
ル
（
本
人
）」
と
称
さ
れ
る
一
方
当
事
者
の
厚
生
が
「
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（
代
理
人
）」
と
称
さ
れ
る
他
方
当
事
者
の
行
動
に
依
存
す
る

「
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
問
題
」
と
称
さ
れ
る
。R
ein
ier K

ra
a
k
m
a
n et a

l,
T
h
e A

n
a
to
m
y o

f C
o
rp
o
ra
te L

a
w
 
35

（2n
d ed

,
O
x
fo
rd
,
2009.

邦
訳

と
し
て
、
レ
イ
ニ
ア
・
ク
ラ
ー
ク
マ
ン
ほ
か
著
／
布
井
千
博
訳
『
会
社
法
の
解
剖
学
』
二
五
頁
（
レ
ク
シ
ス
ネ
ク
シ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
、
二
〇
〇
九

年
））。

２
）

東
京
地
方
裁
判
所
商
事
研
究
会
編
『
類
型
別
会
社
訴
訟
Ⅰ
﹇
第
二
版
﹈』
二
二
二
｜
二
二
三
頁
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
八
年
）

最
新
版
で
は

な
く
第
二
版
に
当
該
記
述
が
あ
る
点
に
注
意
）。

３
）

蓮
井
良
憲
「
株
主
に
よ
る
会
社
備
置
書
類
の
閲
覧
謄
写
請
求
」
加
藤
勝
郎
ほ
か
編
『
商
法
学
に
お
け
る
論
争
と
省
察
｜
服
部
榮
三
先
生
古
稀
記
念
』

七
八
三
頁
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
九
〇
年
）。

４
）

エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
コ
ス
ト
問
題
」
も
関
係
し
て
い
る
。
プ
リ
ン
シ
パ
ル
の
利
益
を
図
る
よ
う
に
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
行
動
を
制
御
す
る
た
め
に
は
コ

ス
ト
が
か
か
る
が
（
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
コ
ス
ト
）、
こ
の
コ
ス
ト
は
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
か
ら
の
情
報
開
示
を
促
進
す
る
ル
ー
ル
や
手
続
き
、
不
誠
実
も
し
く

は
怠
慢
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
対
し
て
強
制
措
置
を
取
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
制
度
が
完
備
す
る
こ
と
で
軽
減
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（K

ra
a
k
m
a
n

 
et a

l,
su
p
ra n

o
te 1 a

t 35
36,

ク
ラ
ー
ク
マ
ン
・
前
掲
注

１
）二
六
頁
）。

５
）

江
頭
憲
治
郎
ほ
か
編
『
論
点
体
系
会
社
法
三

株
式
会
社
Ⅲ
』
五
〇
三
頁
以
下
﹇
小
松
岳
志
執
筆
﹈

第
一
法
規
、
二
〇
一
二
年
）、
江
頭
憲
治
郎
ほ

か
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
一
〇
｜
計
算
（
一
）』
一
二
九
頁
以
下
﹇
久
保
田
光
昭
執
筆
﹈

商
事
法
務
、
二
〇
一
一
年
）、
奥
島
孝
康
ほ
か
編
『
別
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冊
法
学
セ
ミ
ナ
ーN

o
.205

新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
会
社
法
二
』
三
四
〇
頁
﹇
出
口
正
義
執
筆
﹈

日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）、
江
頭
憲
治
郎

ほ
か
編
『
会
社
法
大
系

第
三
巻

機
関
・
計
算
等
』、
四
一
四
頁
以
下
﹇
和
久
友
子
執
筆
﹈

青
林
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）。

６
）

特
に
会
計
帳
簿
の
閲
覧
謄
写
請
求
権
と
の
関
連
で
、
営
業
上
の
秘
密
の
漏
洩
が
紛
争
の
原
因
に
な
り
や
す
い
。
競
業
者
の
請
求
の
場
合
こ
の
危
険
性

が
特
に
高
い
た
め
、
裁
判
所
は
会
社
法
四
三
三
条
二
項
三
号
の
拒
絶
事
由
に
関
し
て
、
競
業
に
利
用
す
る
意
図
な
ど
の
主
観
的
要
素
を
読
み
込
ま
ず
、
競

業
者
の
請
求
で
あ
る
だ
け
で
拒
絶
で
き
る
と
い
う
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
。
東
京
地
裁
平
成
六
年
三
月
四
日
決
定
判
時
一
四
九
五
号
一
三
九
頁
、
東
京
高

裁
平
成
一
九
年
六
月
二
七
日
決
定
商
事
一
八
〇
四
号
四
二
頁
、
最
高
裁
平
成
二
一
年
一
月
一
五
日
決
定
民
集
六
三
巻
一
号
一
頁
な
ど
。
も
っ
と
も
、
秘
密

を
漏
洩
す
る
可
能
性
自
体
は
、
結
局
は
程
度
問
題
で
あ
り
、
請
求
者
の
属
性
が
競
業
者
で
な
く
と
も
発
生
す
る
問
題
で
あ
る
。

７
）

平
成
一
七
年
会
社
法
制
定
後
の
業
務
財
産
検
査
役
に
関
す
る
解
説
等
と
し
て
、
江
頭
憲
治
郎
ほ
か
編
・
前
掲
注

５
）『
論
点
体
系
三
』
一
三
七
頁
以

下
﹇
西
本
強
執
筆
﹈、
奥
島
ほ
か
編
・
前
掲
注

５
）一
五
四
頁
以
下
﹇
丸
山
秀
平
執
筆
﹈、
落
合
誠
一
ほ
か
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
八
｜
機
関

（
二
）』
一
〇
六
頁
以
下
﹇
久
保
田
光
昭
執
筆
﹈

商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）、
酒
巻
ほ
か
編
・
前
掲
注

５
）四
四
〇
頁
以
下
﹇
久
保
田
光
昭
執
筆
﹈。

平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
下
の
も
の
と
し
て
、
大
隅
健
一
郎
‖
今
井
宏
著
『
会
社
法
論
中
巻
﹇
第
三
版
﹈』
五
一
一
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
）、
上

柳
克
郎
ほ
か
編
『
新
版
注
釈
会
社
法
（
九
）
株
式
会
社
の
計
算
（
二
）』
二
二
五
頁
以
下
﹇
森
本
滋
執
筆
﹈

有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）、
戸
田
修
三
ほ
か

編
『
注
解
会
社
法
〔
下
巻
〕』
六
五
七
頁
以
下
﹇
蓮
井
良
憲
執
筆
﹈

青
林
書
院
、
一
九
八
七
年
）、
田
中
誠
二
ほ
か
著
『
四
全
訂
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
会
社

法
』
一
二
二
四
頁
以
下
（
勁
草
書
房
、
一
九
八
四
年
）
大
森
忠
夫
ほ
か
編
『
注
釈
会
社
法
（
六
）』
三
九
七
頁
以
下
﹇
中
馬
義
直
執
筆
﹈

有
斐
閣
、
一
九

七
〇
年
）、
松
田
次
郎
・
鈴
木
忠
一
著
『
條
解
株
式
會
社
法
（
下
）』
四
六
二
頁
以
下
（
弘
文
堂
、
一
九
五
二
年
）。
他
に
、
浜
田
道
代
「
閲
覧
謄
抄
本
交
付

請
求
権
・
閲
覧
謄
写
請
求
権
」
奥
島
孝
康
ほ
か
編
『
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ーN

o
.205

新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
会
社
法
二
』

前
掲
注

５
））
五
四
一
頁

（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
吉
村
信
明
「
業
務
財
産
状
況
検
査
役
に
関
す
る
一
考
察
」
志
學
館
法
学
一
巻
一
号
七
三
頁
以
下
（
二
〇
〇
〇
年
）、
崎

田
直
次
「
業
務
・
財
産
状
況
の
調
査
権
」『
株
主
の
権
利
｜
法
的
地
位
の
総
合
分
析
』
三
八
七
頁
（
中
央
経
済
社
、
一
九
九
一
年
）。
吉
村
信
明
「
業
務
財

産
検
査
役
」『
蓮
井
良
憲
先
生
・
今
井
宏
先
生
古
稀
記
念

企
業
監
査
と
リ
ス
ク
管
理
の
法
構
造
』
二
六
九
頁
以
下
（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
四
年
）
参

照
。
帳
簿
閲
覧
権
と
検
査
役
選
任
請
求
権
を
あ
わ
せ
て
「
経
理
検
査
権
」
と
整
理
す
る
場
合
も
あ
る
（
鈴
木
竹
雄
‖
竹
内
昭
夫
『
法
律
学
全
集
二
八

会

社
法
﹇
新
版
﹈』
三
五
五
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）。
な
お
、
我
が
国
会
社
法
の
経
理
検
査
権

の
う
ち
、
帳
簿
・
書
類
閲
覧
権
は
ア
メ
リ
カ
型
、
検
査

役
は
イ
ギ
リ
ス
型
に
倣
っ
て
い
た
と
い
う
研
究
も
あ
る
（
山
田
弘
之
助
「
株
主
の
会
計
帳
簿
閲
覧
権
と
検
査
役
選
任
請
求
権
」
鈴
木
忠
一
ほ
か
編
『
会
社

と
訴
訟
（
上
）』
五
六
〇
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
六
八
年
）。）。
し
か
し
、
現
在
は
計
算
書
類
や
会
計
帳
簿
の
閲
覧
権
と
業
務
財
産
検
査
役
の
制
度
は
別
々
の

箇
所
に
規
定
さ
れ
て
い
る
し
、
制
定
さ
れ
て
後
相
当
期
間
が
経
過
し
て
お
り
、
意
味
づ
け
が
変
わ
っ
て
い
る
可
能
性
も
高
い
の
で
、
ア
メ
リ
カ
法
と
の
比

較
を
す
る
た
め
に
は
さ
ら
に
深
い
調
査
が
必
要
で
あ
る
。

８
）

酒
巻
ほ
か
編
・
前
掲
注

５
）四
四
二
頁
、
落
合
ほ
か
編
・
前
掲
注

７
）一
〇
七
頁
。

（法政研究82-２･３- ）642 898

論 説



９
）

久
保
田
光
昭
「
帳
簿
・
書
類
閲
覧
権
に
関
す
る
立
法
的
考
察
｜
そ
の
実
効
性
確
保
の
た
め
に
｜
」『
石
田
満
先
生
還
暦
記
念
論
文
集

商
法
・
保
険
法

の
現
代
的
課
題
』
一
九
五
｜
一
九
六
頁
（
文
眞
堂
、
一
九
九
二
年
）。

10
）

山
田
・
前
掲
注

７
）五
六
八
頁
。

11
）

山
田
・
前
掲
注

７
）五
六
八
頁
。

12
）

手
続
に
関
し
て
は
、
会
社
法
（
会
社
法
第
七
編
第
三
章
（
八
六
八
条
｜
九
〇
六
条
））
の
他
に
非
訟
事
件
手
続
法
と
会
社
非
訟
事
件
等
手
続
規
則

（
平
成
一
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
一
号
）
に
規
定
が
あ
る
。
手
続
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ら
規
定
の
ほ
か
、
松
田
亨
ほ
か
編
・
大
阪
地
方
裁
判
所
商
事

研
究
会
著
『
実
務
ガ
イ
ド

新
・
会
社
非
訟
』
一
四
六
頁
以
下
（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
一
四
年
）、
新
谷
勝
著
『
会
社
訴
訟
・
仮
処
分
の
理
論
と

実
務
﹇
第
二
版
﹈』
五
九
九
頁
以
下
（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
四
年
）、
川
嶋
四
郎
ほ
か
編
『
会
社
事
件
手
続
法
の
現
代
的
展
開
』
二
四
五
頁
以
下
﹇
中

東
正
文
執
筆
﹈
二
六
三
頁
以
下
﹇
本
間
靖
規
執
筆
﹈

日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）、
浜
田
道
代
ほ
か
編
『
会
社
訴
訟
｜
訴
訟
・
非
訟
・
仮
処
分
｜
』
五
九

〇
頁
以
下
（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
三
年
）、
江
頭
憲
治
郎
ほ
か
編
『
会
社
法
大
系

第
四
巻

組
織
再
編
・
会
社
訴
訟
・
会
社
非
訟
・
解
散
・
清
算
』

五
〇
二
頁
以
下
﹇
髙
山
崇
彦
執
筆
﹈

青
林
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）、
東
京
地
方
裁
判
所
商
事
研
究
会
編
『
類
型
別
会
社
非
訟
』
一
五
二
頁
以
下
（
判
例
タ

イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
九
年
）。
な
お
、
非
訟
事
件
手
続
法
に
関
す
る
よ
り
詳
細
な
説
明
は
、
金
子
修
ほ
か
編
著
『
一
問
一
答
非
訟
事
件
手
続
法
』
二
頁
以

下
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

13
）

江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
﹇
第
六
版
﹈』
五
八
五
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
）。

14
）

江
頭
・
前
掲
注

13
）五
八
八
頁
、
落
合
ほ
か
編
・
前
掲
注

７
）一
二
一
頁
以
下
。

15
）

法
人
も
な
る
こ
と
が
で
き
る
（
江
頭
・
前
掲
注

13
）三
二
頁
）。
な
お
、
現
実
に
は
弁
護
士
が
就
任
す
る
こ
と
が
多
い
（
江
頭
・
前
掲
注

13
）五
八
六

頁
）。

16
）

江
頭
・
前
掲
注

13
）五
八
六
頁
、
田
中
誠
二
『
会
社
法
詳
論
（
上
）﹇
三
全
訂
版
﹈』
六
九
九
頁
（
一
九
九
三
年
、
勁
草
書
房
）。

17
）

落
合
ほ
か
編
・
前
掲
注

７
）一
二
二
頁
参
照
。

18
）

酒
巻
ほ
か
編
・
前
掲
注

５
）四
四
一
頁
、
落
合
ほ
か
編
・
前
掲
注

７
）一
〇
七
頁
参
照
。

19
）

落
合
ほ
か
編
・
前
掲
注

７
）一
〇
七
頁
。
な
お
、
監
査
役
制
度
の
欠
点
を
補
う
（
取
締
役
・
監
査
役
の
同
僚
で
な
い
外
部
の
者
が
検
査
に
あ
た
り
、
十

分
な
調
査
を
行
う
）
こ
と
も
業
務
財
産
検
査
役
の
趣
旨
で
あ
る
（
田
中
誠
二
・
前
掲
注

16
）『
詳
論
（
上
）』
六
九
六
頁
）。

20
）

大
隅
‖
今
井
著
・
前
掲
注

７
）五
〇
〇
頁
。
こ
の
検
査
役
の
制
度
は
、
明
治
三
二
年
か
ら
存
在
し
、
数
回
の
変
遷
を
経
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
改
正
は

全
て
形
式
要
件
と
実
体
要
件
に
関
わ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
詳
細
は
、
落
合
ほ
か
編
・
前
掲
注

７
）一
〇
八
頁
参
照
。

21
）

な
お
、
少
数
株
主
権
を
分
類
、
整
理
し
た
も
の
と
し
て
、
小
出
篤
「
少
数
株
主
権
に
お
け
る
少
数
株
主
要
件
｜
持
株
要
件
・
議
決
権
要
件
を
充
た
す

べ
き
時
期
に
つ
い
て
」
飯
田
秀
聡
ほ
か
編
『
商
事
法
の
新
し
い
礎
石
（
落
合
誠
一
先
生
古
稀
記
念
）』
一
三
〇
｜
一
三
一
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）。

（82-２･３- ）899 643
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22
）

複
数
人
の
持
株
数
を
合
計
し
て
持
株
比
率
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
酒
巻
ほ
か
編
・
前
掲
注

５
）四
四
三
頁
参
照
）。

23
）

大
審
院
大
正
一
〇
年
五
月
二
〇
日
決
定
（
民
録
二
七
号
九
四
七
頁
）
は
旧
商
法
二
九
四
条
に
関
す
る
事
案
で
あ
り
、
持
株
比
率
要
件
は
「
十
分
ノ

一
」
で
あ
っ
た
。

24
）

長
崎
控
決
昭
和
五
年
一
二
月
二
三
日
（
新
聞
三
二
一
七
号
一
一
頁
）。
他
に
、
東
京
控
決
昭
和
九
年
九
月
三
日
（
法
律
学
説
判
例
法
論
全
集
（
二
三
）

商
法
五
八
七
頁
）
な
ど
。

25
）

掲
載
誌
と
し
て
、
判
時
一
九
五
〇
号
一
六
三
頁
、
判
タ
一
二
二
三
号
一
一
九
頁
、
金
法
一
七
九
九
号
五
四
頁
、
金
判
一
二
六
二
号
四
二
頁
。
評
釈
と

し
て
、
中
村
康
江
「
判
批
」
江
頭
憲
治
郎
ほ
か
編
『
会
社
法
判
例
百
選
﹇
第
二
版
﹈』

別
冊
ジ
ュ
リ
二
〇
五
号
）
一
二
二
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）、

山
脇
千
佳
「
判
批
」
東
北
法
学
第
三
二
号
三
九
一
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
来
住
野
究
「
判
批
」
信
州
大
学
法
学
論
集
九
号
三
三
一
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
鳥

山
恭
一
「
判
批
」
法
セ
ミ
六
二
七
号
一
一
八
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
周
劍
龍
「
判
批
」
金
判
一
二
六
五
号
五
一
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
絹
川
泰
毅
「
最
高
裁

判
所
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
五
九
巻
一
二
号
三
二
一
頁
、
絹
川
泰
毅
「
時
の
判
例
」
ジ
ュ
リ
一
三
三
六
号
一
〇
八
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
黒
沼
悦
郎
「
判

批
」
金
判
一
二
六
八
号
一
四
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
小
出
篤
「
判
批
」
判
時
一
九
七
四
号
二
〇
七
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
尾
崎
安
央
「
判
批
」
民
商
法
雑
誌

一
三
六
巻
六
号
六
八
五
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
根
本
伸
一
「
判
批
」
法
セ
ミ
増
刊
速
報
判
例
解
説

（V
o
l.11

）
一
四
九
頁
（
二
〇
一
二
年
）。

26
）

大
隅
‖
今
井
・
前
掲
注

７
）五
〇
〇
頁
、
大
森
ほ
か
編
・
前
掲
注

７
）四
〇
〇
頁
、
上
柳
ほ
か
編
・
前
掲
注

７
）二
二
九
頁
（
以
上
、
同
一
の
株
式
を

保
有
し
て
お
く
必
要
は
な
い
と
す
る
立
場
）、
松
田
‖
鈴
木
・
前
掲
注

７
）四
六
五
頁
（
同
一
の
株
式
を
保
有
し
て
お
く
必
要
）。
服
部
榮
三
『
株
式
の
本

質
と
会
社
の
能
力
』
一
九
頁
注
九
（
有
斐
閣
、
一
九
六
四
年
）

第
一
審
口
頭
弁
論
か
、
提
訴
時
ま
で
要
件
を
満
た
せ
ば
よ
い
）。
他
に
、
松
岡
誠
之
助

「
判
批
」
我
妻
栄
編
『
新
版
会
社
判
例
百
選
』

別
冊
ジ
ュ
リ
二
九
号
）
五
七
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
〇
年
）、
中
村
一
彦
「
判
批
」
鴻
常
夫
ほ
か
編
『
会

社
判
例
百
選
﹇
第
三
版
﹈』

別
冊
ジ
ュ
リ
六
三
号
）
一
四
四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）
な
ど
。
論
拠
と
し
て
、
①
申
請
時
に
要
件
を
満
た
し
て
い
れ

ば
、
実
体
法
上
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
（
松
田
‖
鈴
木
・
前
掲
注

７
）四
五
八
頁
、
大
森
ほ
か
編
・
前
掲
注

７
）四
〇
〇
頁
。
中
村
・
同
一
四
五
頁

な
ど
。）、
②
株
式
を
譲
渡
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
要
件
を
欠
缺
し
た
場
合
と
は
事
情
を
異
に
す
る
（
松
岡
‖
鈴
木
・
前
掲
注

７
）五
八
頁
）、
③
濫
用
の
お
そ

れ
は
な
い
（
根
本
・
前
掲
注

25
）一
四
九
頁
、
黒
沼
・
前
掲
注

25
）一
六
頁
、
小
出
・
前
掲
注

25
）二
〇
七
頁
）
な
ど
。

27
）

大
隅
‖
今
井
・
前
掲
注

７
）五
〇
一
頁
、
酒
巻
ほ
か
編
・
前
掲
注

５
）四
四
三
頁
参
照
。
具
体
的
な
調
査
権
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
三
五
八
条

四
項
が
子
会
社
の
調
査
権
に
関
し
て
規
定
す
る
ほ
か
、
取
締
役
等
が
検
査
役
の
調
査
を
妨
げ
た
場
合
の
過
料
を
定
め
る
九
六
七
条
五
号
が
あ
る
程
度
で
あ

る
。
な
お
、
検
査
役
の
選
任
を
会
社
が
申
立
て
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
株
主
が
申
立
て
た
場
合
に
も
、
会
社
は
検
査
役
の
調
査
に
関
し
て
協
力
義
務
を
負

う
。
調
査
対
象
が
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
申
立
人
か
ら
書
類
の
提
出
を
受
け
る
等
し
て
調
査
対
象
を
特
定
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
場
合
も
多

い
（
浜
田
ほ
か
編
・
前
掲
注

12
）『
会
社
訴
訟
』
六
〇
〇
頁
参
照
）。

28
）

大
隅
‖
今
井
・
前
掲
注

７
）五
〇
一
頁
、
酒
巻
ほ
か
編
・
前
掲
注

５
）四
四
四
頁
。

（法政研究82-２･３- ）644 900
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29
）

上
柳
ほ
か
編
・
前
掲
注

７
）二
三
〇
頁
（
取
締
役
が
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
を
図
っ
て
会
社
を
害
す
る
行
為
と
は
、
特
に
善
管
注
意
義
務
と
は

区
別
さ
れ
た
忠
実
義
務
に
反
す
る
行
為
を
意
味
し
、
取
締
役
の
義
務
違
反
の
程
度
が
一
般
的
な
任
務
懈
怠
の
場
合
よ
り
も
悪
性
で
あ
る
と
し
て
、
法
令
定

款
違
反
と
は
別
個
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）。
な
お
、
酒
巻
ほ
か
編
・
前
掲
注

５
）四
四
四
頁
も
参
照
。

30
）

上
柳
ほ
か
編
・
前
掲
注

７
）二
三
〇
頁
。

31
）

大
隅
‖
今
井
著
・
前
掲
注

７
）五
〇
一
頁
、
上
柳
ほ
か
編
・
前
掲
注

７
）二
三
〇
頁
。

32
）

大
隅
‖
今
井
著
・
前
掲
注

７
）五
〇
一
頁
、
酒
巻
ほ
か
編
・
前
掲
注

５
）四
四
四
頁
。

33
）

大
阪
高
裁
昭
和
五
五
年
六
月
九
日
（
判
タ
四
二
七
号
一
七
八
頁
、
金
判
六
一
四
号
一
八
頁
）
参
照
。
な
お
、
評
釈
の
う
ち
、
松
原
正
至
「
判
批
」
倉

澤
康
一
郎
ほ
か
編
『
判
例
講
義
会
社
法
﹇
第
二
版
﹈』
二
〇
一
頁
（
悠
々
社
、
二
〇
一
三
年
）、
末
永
敏
和
「
判
批
」
江
頭
ほ
か
編
・
前
掲
注

25
）一
二
四

頁
、
別
府
三
郎
「
判
批
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
五
巻
七
号
（
一
九
八
二
年
）、
井
上
明
「
判
批
」
金
判
六
四
〇
号
四
七
頁
（
一
九
八
二
年
）、
下
飯
坂
常
世
ほ

か
「
判
例
紹
介
」
商
事
八
九
八
号
（
一
九
八
一
年
）。

34
）

東
京
高
決
昭
和
四
〇
年
四
月
二
七
日
下
民
集
一
六
巻
四
号
七
七
〇
頁
。
評
釈
と
し
て
西
山
忠
範
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
三
九
六
号
一
一
三
頁
（
一
九
六
八

年
）、
末
永
敏
和
「
判
批
」
鴻
常
夫
ほ
か
編
『
会
社
判
例
百
選
﹇
第
五
版
﹈』

別
冊
ジ
ュ
リ
一
一
六
号
）
一
六
四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
）。

35
）

経
営
判
断
原
則
に
関
し
て
は
、
東
京
地
判
平
成
一
六
年
九
月
二
八
日
判
時
一
八
八
六
号
一
一
一
頁
、
最
判
平
成
二
二
年
七
月
一
五
日
裁
時
一
五
一
二

号
一
頁
な
ど
に
加
え
て
、
岩
原
紳
作
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
九

機
関
﹇
三
﹈』
二
三
九
頁
｜
二
四
九
頁
﹇
森
本
滋
執
筆
﹈

商
事
法
務
、
二
〇
一

四
年
）、
江
頭
ほ
か
編
・
前
掲
注

５
）『
論
点
体
系
三
』
三
九
三
｜
三
九
五
頁
、
奥
島
ほ
か
編
・
前
掲
注

５
）三
一
三
頁
﹇
山
下
眞
弘
執
筆
﹈、
江
頭
ほ
か

編
・
前
掲
注

７
）『
会
社
法
大
系
』
二
三
二
頁
｜
二
三
六
頁
﹇
松
山
昇
平
‖
門
口
正
人
執
筆
﹈、
酒
巻
ほ
か
編
・
前
掲
注

５
）『
逐
条
解
説
第
五
巻
』
三
五

八
頁
｜
三
六
一
頁
﹇
青
竹
正
一
執
筆
﹈
参
照
。

36
）

東
京
高
裁
平
成
一
〇
年
八
月
三
一
日
決
定
（
金
判
一
〇
五
九
号
三
九
頁
、
資
料
版
商
事
一
一
七
四
号
二
四
七
頁
）
は
、
子
会
社
へ
の
融
資
等
に
関
す

る
経
営
判
断
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
、
経
営
者
の
裁
量
的
判
断
を
尊
重
す
る
観
点
か
ら
、
善
管
注
意
義
務
等
の
違
反
に
関
し
て
は
経
営
判
断
原
則
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
旧
商
法
二
九
四
条
（
現
会
社
法
三
五
八
条
）
の
実
体
要
件
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
事
実
を
疑
う
べ
き
客
観
的
事
由

が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
な
お
、
近
藤
光
男
「
経
営
判
断
と
少
数
株
主
に
よ
る
検
査
役
の
選
任
」
商
事
一
四
三
〇
号
二
頁
（
一
九
九
六
年
）
参
照
。

37
）

服
部
榮
三
『
三
訂
会
社
法
原
理
』
一
四
六
頁
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
六
七
年
）、
服
部
榮
三
『
会
社
法
通
論
（
第
二
版
）』
一
九
八
頁
（
同
文
舘

出
版
、
一
九
八
二
年
）。

38
）

田
中
誠
二
・
前
掲
注

16
）『
詳
論
（
上
）』
七
三
四
頁
、
大
隅
‖
今
井
・
前
掲
注

７
）五
一
三
頁
、
江
頭
・
前
掲
注

13
）五
八
七
頁
注

１
）、
末
永
・

前
掲
注

34
）「
会
社
百
選
五
版
」
一
六
五
頁
。

39
）

裁
判
所
が
取
捨
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
制
度
の
効
用
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
制
度
趣
旨
に
合
致
す
る
か
ら
で
あ
る
（
田
中
誠
二
・
前
掲
注

16
）『
詳

（82-２･３- ）901 645
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論
（
上
）』
六
九
六
頁
）。

40
）

な
お
、
公
認
会
計
士
が
選
任
さ
れ
る
場
合
は
、
公
認
会
計
士
法
二
七
条
が
根
拠
と
な
る
。
吉
村
・
前
掲
注

７
）志
學
館
法
学
一
巻
一
号
八
九
頁
参
照
。

な
お
、
弁
護
士
法
二
三
条
の
規
定
の
意
義
や
解
釈
等
に
関
し
て
は
、
髙
中
正
彦
著
『
弁
護
士
法
概
説
﹇
第
四
版
﹈』
一
〇
七
｜
一
一
〇
頁
（
三
省
堂
、
二

〇
一
二
年
）、
日
本
弁
護
士
連
合
会
調
査
室
編
著
『
条
解
弁
護
士
法
』
一
五
五
｜
一
五
八
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

41
）

山
田
・
前
掲
注

７
）五
六
八
頁
。

42
）

会
社
法
三
五
九
条
に
関
す
る
解
説
と
し
て
、
奥
島
ほ
か
編
・
前
掲
注

３
）一
五
六
｜
一
五
七
頁
、
落
合
ほ
か
編
・
前
掲
注

７
）一
二
四
｜
一
二
六
、
江

頭
ほ
か
編
・
前
掲
注

３
）一
四
七
｜
一
四
八
頁
、
酒
巻
ほ
か
編
・
前
掲
注

５
）四
四
六
｜
四
四
七
頁
な
ど
参
照
。
業
務
財
産
検
査
役
の
調
査
結
果
が
株
主
総

会
や
各
株
主
へ
の
通
知
に
よ
り
開
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
会
社
に
お
い
て
自
治
的
に
適
切
な
善
後
措
置
を
と
る
こ
と
を
促
す
と
い
う
の
が
こ
れ
ら
規
定
の
趣

旨
で
あ
る
（
落
合
ほ
か
編
・
前
掲
注

７
）一
二
五
頁
）。

43
）

山
田
・
前
掲
注

７
）五
六
八
頁
。

44
）

上
田
・
後
掲
注

47
）法
政
七
九
巻
三
号
九
〇
（
二
九
八
）
頁
、
上
田
・
後
掲
注

47
）民
商
一
一
六
巻
一
号
四
七
頁
、
司
法
省
・
後
掲
注

45
）四
四
四

頁
。

45
）

上
田
・
後
掲
注

47
）法
政
七
九
巻
三
号
九
〇
（
二
九
八
）
頁
、
上
田
・
後
掲
注

47
）民
商
一
一
六
巻
一
号
四
七
頁
。

千
八
百
六
十
二
年
英
法
第
五
十

六
條
及
ヒ
六
十
條
」
又
は
「
千
八
百
七
十
六
年
佛
國
商
法
第
三
十
二
條
」
を
参
照
し
、
日
本
の
検
査
官
吏
の
制
度
は
「
此
主
義
殊
ニ
英
法
ノ
規
定
に
基

キ
」
起
草
さ
れ
た
と
あ
る
（
司
法
省
『
ロ
ェ
ス
レ
ル
氏
起
稿

商
法
草
案

上
巻
﹇
復
刻
版
﹈』
四
四
四
頁
（
新
青
出
版
、
一
九
九
五
年
））。

46
）

D
erek F

ren
ch
,S
tep

h
en M

a
y
so
n
&
C
h
risto

p
h
er R

y
a
n
,
C
o
m
p
a
n
y L

a
w
 
590

(30
ed
.
O
x
fo
rd
,
2013),

P
a
u
l L
.
D
a
v
ies

&
S
a
ra
h

 
W
o
rth
in
g
to
n
,
P
rin
cip
les o

f M
o
d
ern C

o
m
p
a
n
y L

a
w
,
673

679
(9

ed
.
S
w
eet

&
M
a
x
w
ell,

2012),
L
en S

ea
ly
&
S
a
ra
h W

o
rth
in
g
to
n
,

C
a
ses a

n
d M

a
teria

ls in C
o
m
p
a
n
y L

a
w
,
731

737
(9

ed
.
O
x
fo
rd
,
2010),

M
a
th
ia
s M

.S
iem

s,
C
o
n
v
erg

en
ce in S

h
a
reh

o
ld
er L

a
w
,
124

125
(C
a
m
b
rid
g
e,
2008),

A
n
d
rew

 
L
id
b
etter,

C
o
m
p
a
n
y In

v
estig

a
tio
n a

n
d P

u
b
lic L

a
w
,
27

28
(H
a
rt,

1999),
E
.R
.
H
a
rd
y Iv

a
m
y
,

D
ictio

n
a
ry o

f C
o
m
p
a
n
y L

a
w
,
69
(2n
d ed

,
B
u
tterw

o
rth
s,
1985).

47
）

イ
ギ
リ
ス
の
検
査
役
に
関
す
る
国
内
の
代
表
的
研
究
と
し
て
、
上
田
純
子
「
中
立
的
社
会
者
に
よ
る
会
社
情
報
の
収
集
と
利
害
調
整
」
法
政
七
九
巻

三
号
八
五
（
二
九
三
）
頁
（
二
〇
一
二
年
）、
上
田
純
子
「
株
式
会
社
に
お
け
る
経
営
の
監
督
と
検
査
役
制
度
｜
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
展
開
を
機
縁
と
し

て
｜
（
一
）」
民
商
一
一
六
巻
一
号
四
五
頁
（
一
九
九
七
年
）、
上
田
「
同
（
二
・
完
）」
民
商
一
一
六
巻
二
号
二
五
頁
（
一
九
九
七
年
）、
中
島
史
雄
「
イ

ギ
リ
ス
会
社
法
上
の
商
務
省
の
権
限
」
早
法
一
七
巻
五
五
頁
（
一
九
六
七
年
）、
中
島
史
雄
「
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
商
務
省
の
調
査
・
検
査
権
」
茨

城
大
学
政
経
学
会
雑
誌
二
七
巻
二
七
頁
（
一
九
七
〇
年
）、
山
田
弘
之
助
「
会
社
検
査
役
に
つ
い
て
」
上
智
法
学
一
巻
一
号
三
三
一
頁
（
一
九
五
七
年
）、

和
座
一
清
「
イ
ギ
リ
ス
法
に
於
け
る
株
主
の
帳
簿
・
書
類
の
閲
覧
権
」
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
（
法
経
篇
）
第
二
巻
六
五
頁
（
一
九
五
五
年
）。
そ
の
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他
、
小
町
谷
操
三
『
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
概
説
』
三
一
〇
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
）、
武
市
春
男
『
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
（
第
六
版
）』
四
八
九
頁
以
下

（
国
元
書
房
、
一
九
七
一
年
）、
上
田
純
子
『
英
連
邦
会
社
法
発
展
史
論
｜
英
国
と
西
太
平
洋
諸
国
を
中
心
に
｜
』
一
〇
四
｜
一
〇
五
頁
（
信
山
社
、
二
〇

〇
五
年
）、
田
島
裕
『
イ
ギ
リ
ス
法
入
門
﹇
第
二
版
﹈』
一
一
二
頁
（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。
ま
た
、
二
〇
〇
六
年
会
社
法
の
、
条
文
翻
訳
及
び

解
説
と
し
て
、
川
島
い
づ
み
‖
中
村
信
男
ほ
か
（
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
制
研
究
会
著
）

イ
ギ
リ
ス
二
〇
〇
六
年
会
社
法
（
一
）
｜
（
一
五
・
完
）」
比
較
法

学
四
一
巻
二
号
三
六
一
頁
（
一
）
｜
四
六
巻
二
号
二
七
八
頁
（
一
五
）
（
二
〇
〇
七
年
（
一
）
｜
二
〇
一
二
年
（
一
五
）
）。
そ
の
他
、
一
九
八
五
年
以

前
の
会
社
法
に
関
し
て
は
、
酒
巻
俊
雄
「
英
連
邦
諸
国
の
会
社
法
（
一
）
｜
（
二
四
）」
国
際
商
事V

o
l.3

・
三
七
頁
（
一
九
七
五
）
｜V

o
l.7

・
三
〇
二
頁

（
一
九
七
九
）、
酒
巻
俊
雄
「
イ
ギ
リ
ス
一
九
八
〇
年
会
社
法
の
概
要
」
国
際
商
事V

o
l.9

・
一
六
頁
（
一
九
八
一
）、
中
川
美
佐
子
「
英
国
一
九
八
一
年
会

社
法
の
概
要
（
一
）
｜
（
一
二
・
完
）」
国
際
商
事V

o
l.10

・
三
七
四
頁
（
一
九
八
二
）
｜V

o
l.11

・
四
七
八
頁
（
一
九
八
三
）。
光
明
宏
之
・
北
島
敬
之

ほ
か
執
筆
「
Ｉ
Ｂ
Ｌ

イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
ロ
イ
ヤ
ー
ズ
・
ク
ラ
ブ

報
告

英
国
会
社
法
案
研
究
シ
リ
ー
ズ
」
国
際
商
事V

o
l.34,

N
o
.4

・
四
六
〇
頁

（
第
一
回
・
新
会
社
法
案
の
概
要
と
会
社
設
立
（
二
〇
〇
六
年
））
｜V

o
l.34,

N
o
.12

・
一
六
一
五
頁
（
第
九
回
・
事
例
研
究：

日
本
企
業
に
よ
る
英
国
で

の
Ｔ
Ｏ
Ｂ
に
つ
い
て
（
二
〇
〇
六
年
））、
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
研
究
会
編
「

新
版

英
法
系
諸
国
の
会
社
法
〔
一
〕
｜
〔
一
二
〕」
国
際
商
事V

o
l.42,

N
o
.5

・
六
七
一
頁
以
下
｜V

o
l.43,

N
o
.7

・
九
九
一
頁
以
下
（
二
〇
一
四
年
｜
二
〇
一
五
年
（
※
本
稿
執
筆
時
、
連
載
中
））。

48
）

訳
語
に
関
し
て
、
武
市
・
前
掲
注

47
）四
八
九
頁
、
鴻
常
夫
・
北
沢
正
啓
監
修
『
英
米
商
事
法
辞
典
﹇
新
版
﹈』
四
八
九
頁
（
商
事
法
務
、
一
九
九
八

年
）、
小
町
谷
・
前
掲
注

47
）三
五
〇
頁
な
ど
参
照
。

49
）

検
査
役
の
明
文
規
定
が
設
け
ら
れ
た
の
は
一
八
五
八
年
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
経
過
や
そ
の
後
の
改
正
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
上
田
・
前
掲
注

47
）法
政
七
九
巻
三
号
九
〇
（
二
九
八
）
頁
｜
一
〇
四
（
三
一
二
）
頁
、
上
田
・
前
掲
注

47
）民
商
法
一
一
六
巻
一
号
五
一
頁
｜
七
三
頁
、
上
田
・
前
掲
注

47
）『
英
連
邦
会
社
法
発
展
史
論
』
一
｜
八
七
頁
、
中
島
・
前
掲
注

47
）早
法
六
一
｜
六
六
、
六
九
｜
七
三
頁
、
中
島
・
前
掲
注

47
）茨
城
大
学
政
経
学
会

雑
誌
三
一
｜
三
七
、
星
川
長
七
『
英
国
会
社
法
序
説
』
二
三
〇
頁
以
下
（
勁
草
書
房
、
一
九
六
〇
年
）。
な
お
、
近
年
の
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
の
改
正
全
般

に
関
し
て
は
、
伊
藤
靖
史
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
会
社
法
改
正
の
動
向
」
森
本
滋
編
著
『
比
較
会
社
法
研
究
﹇
二
一
世
紀
の
会
社
法
制
を
模
索
し
て
﹈』

三
五
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。
な
お
、
一
九
八
五
年
改
正
前
の
状
況
と
し
て
、
武
市
・
前
掲
注

47
）四
八
九
頁
以
下
）、
一
九
六
七
年
改
正

前
の
状
況
と
し
て
、
小
町
谷
・
前
掲
注

47
）三
四
八
頁
。

50
）

M
a
y
so
n et a

l,
su
p
ra n

o
te 46 a

t 590.

51
）

イ
ギ
リ
ス
法
の
書
類
等
の
閲
覧
請
求
権
（
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
制
定
法
）
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
上
田
純
子
「
英
国
会
社
法
に
お
け
る
会
社
の
利
害

関
係
人
に
よ
る
情
報
収
集
の
枠
組
み
」
鯖
田
豊
則
ほ
か
編
『
大
野
正
道
先
生
退
官
記
念

企
業
法
学
の
展
望
』
一
一
三
頁
（
北
樹
出
版
、
二
〇
一
三
年
）。

イ
ギ
リ
ス
は
検
査
役
を
任
命
し
会
社
を
調
査
さ
せ
る
制
度
が
主
流
で
あ
り
、
帳
簿
・
書
類
の
閲
覧
権
が
制
定
法
上
長
く
存
在
し
な
か
っ
た
（
和
座
・
前
掲
注

47
）六
七
頁
参
照
）。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
や
日
本
の
よ
う
な
帳
簿
・
書
類
閲
覧
権
が
存
在
し
な
か
っ
た
訳
で
は
な
く
、
株
主
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
帳

（82-２･３- ）903 647
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簿
・
書
類
閲
覧
権
を
有
し
て
い
た
（
和
座
・
前
掲
注

47
）六
六
頁
に
よ
れ
ば
、
会
社
は
本
質
的
に
組
合
的
に
捉
え
ら
れ
、
所
有
者
で
あ
る
株
主
が
代
理
人
で

あ
る
取
締
役
に
会
計
を
行
わ
せ
、
そ
れ
を
株
主
に
報
告
さ
せ
る
義
務
が
導
き
出
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
株
主
が
直
接
会
社
の
書
類
を
見
る
権
利
や
機
会
そ

の
も
の
が
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
（
上
田
・
前
掲
注

47
）一
一
四
頁
、
一
二
五
頁
）。
制
定
法
上
は
、
個
人
株
主
が
会
社
情
報
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
は
与

え
ら
れ
て
い
な
い
（P

a
u
l D

a
v
ies,

In
tro
d
u
ctio

n to C
o
m
p
a
n
y L

a
w
,
127

(2
ed
.
O
x
fo
rd
,
2010)

）。
か
か
る
帳
簿
・
書
類
を
検
査
す
る
義
務
を

負
う
の
は
取
締
役
会
で
あ
り
（C

A
 
2006 s.388

1

）

b

）.

な
お
、
邦
語
文
献
と
し
て
、
川
島
い
づ
み
‖
中
村
信
男
「
イ
ギ
リ
ス
二
〇
〇
六
年
会
社
法

（
七
）」
比
較
法
学
四
三
巻
三
号
二
七
七
頁

二
七
八
頁
参
照
）、
株
主
は
原
則
と
し
て
帳
簿
・
書
類
を
閲
覧
す
る
権
限
を
持
た
な
い
。
但
し
、
別
の
制
定
法

上
特
別
に
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
取
締
役
会
や
株
主
総
会
の
承
認
が
あ
っ
た
場
合
は
直
接
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
ほ
か
、
附
属
定
款
に
お
い
て
と
く
に
定

め
た
場
合
も
直
接
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
（
小
町
谷
・
前
掲
注

47
）三
四
八
頁
参
照
。
株
主
の
閲
覧
権
は
「
謄
本
作
成
権
」
を
含
み
、
株
主
が
か
か
る
権
利

を
有
す
る
場
合
に
、
会
社
が
閲
覧
を
拒
む
と
、
株
主
は
差
止
命
令
（in

ju
n
ctio

n

）
の
申
請
が
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
小
町
谷
・
同
三
四
八

頁
）。
な
お
、
殆
ど
の
上
場
会
社
で
は
、
株
主
総
会
で
の
質
問
等
を
通
し
て
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
が
実
務
的
に
行
わ
れ
て
い
る
（P

a
u
l D

a
v
ies,

In
tro
d
u
ctio

n to C
o
m
p
a
n
y L

a
w
,
127

128
(2n
d ed

.
O
x
fo
rd
,
2010)

）。

52
）

イ
ギ
リ
ス
の
一
九
八
五
年
会
社
法
に
関
す
る
文
献
と
し
て
、
川
内
克
忠
「
一
九
八
五
年
英
国
会
社
法
の
概
要
（
上
）
｜
総
括
法
成
立
の
経
緯
と
そ
の

特
色
｜
」
商
事
一
〇
六
一
号
九
〇
六
頁
（
一
九
八
五
年
）、
川
内
克
忠
・
石
山
卓
磨
「
一
九
八
五
年
英
国
会
社
法
の
概
要
（
下
）
｜
総
括
法
成
立
の
経
緯
と

そ
の
特
色
｜
」
商
事
一
〇
七
〇
号
四
二
二
頁
。

53
）

田
中
英
夫
ほ
か
編
『
英
米
法
辞
典
』
七
二
三
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。

54
）

sh
a
re ca

p
ita
l

（
株
式
資
本
）
の
意
義
に
つ
き
、
鴻
ほ
か
・
前
掲
注

48
）八
六
三
頁
を
参
照
。

55
）

P
a
u
l D

a
v
ies et a

l,
su
p
ra n

o
te 46 a

t 674.
鴻
ほ
か
・
前
掲
注

48
）七
八
二
頁
も
参
照
。

56
）

T
h
e S

ecreta
ry o

f S
ta
te

（
国
務
大
臣
）
の
意
義
に
つ
き
、
田
中
英
夫
・
前
掲
注

53
）七
五
九
頁
を
参
照
。

57
）

な
お
、C

A
 
1989

に
よ
り
、s.432

2A

）
が
新
た
に
挿
入
さ
れ
、
検
査
役
報
告
を
非
公
開
と
す
る
条
件
も
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。

58
）

m
isfea

sen
ce

（
失
当
な
行
為
）
に
関
し
て
は
、
田
中
英
夫
・
前
掲
注

53
）五
六
〇
頁
参
照
（
合
法
的
で
あ
り
う
る
行
為
を
不
適
切
な
し
か
た
で
行
う

こ
と
を
い
う
）。

59
）

m
isco

n
d
u
ct

（
違
反
行
為
）
の
意
義
に
つ
き
、
田
中
英
夫
・
前
掲
注

53
）五
六
〇
頁
を
参
照
し
た
（
ひ
ろ
く
違
法
行
為
を
意
味
し
、
実
定
法
違
反
、

禁
止
違
反
の
行
為
、
故
意
の
違
反
行
為
一
般
を
さ
す
）。

60
）

な
お
、R

e P
erg

a
m
o
n P

ress L
td

（﹇1971

﹈C
h 388,

﹇1970

﹈3 A
ll E

R
 
535,

﹇1970

﹈3 W
L
R
 
792

）
に
お
い
て
、
検
査
役
調
査
が
司
法
的

（
準
司
法
的
）
な
も
の
で
は
な
く
、
行
政
的
な
性
質
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
判
決
は
、
検
査
役
の
調
査
や
報
告
書
の
持
つ
強
い
影

（法政研究82-２･３- ）648 904
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響
力
を
指
摘
し
、
検
査
役
は
公
正
に
行
動
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
調
査
対
象
者
が
、
有
罪
宣
告
や
非
難
を
加
え
ら
れ
る
前
に
訂
正
・
反
論
す
る

権
利
が
あ
る
点
に
つ
い
て
も
判
示
し
て
い
る
。
な
お
、
調
査
対
象
者
に
対
し
て
、
や
り
取
り
の
写
し
が
送
付
さ
れ
る
の
が
検
査
役
調
査
の
実
務
で
あ
り
、

そ
の
過
程
で
調
査
対
象
者
の
陳
述
（
文
書
提
出
）
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（R

o
b
ert M

a
x
w
ell

が
関
係
し
た
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
上
記
プ

ロ
セ
ス
を
通
称“M

a
x
w
ellisa

tio
n
”

と
も
い
う
（M

a
y
so
n et a

l,
su
p
ra n

o
te 46 a

t 595.

））。
な
お
、
実
際
にs.432

の
検
査
役
調
査
は
そ
れ
を
行
う

公
的
利
益
が
な
け
れ
ば
行
わ
れ
な
い
と
い
う
の
が
実
務
で
あ
り
、
こ
の
公
的
利
益
を
法
改
正
に
盛
り
込
む
提
案
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。P

a
u
l

 
D
a
v
ies et a

l,
su
p
ra n

o
te 46 a

t 675

も
参
照
。

61
）

M
a
y
so
n et a

l,
su
p
ra n

o
te 46 a

t 593
594.

62
）

M
a
y
so
n et a

l,
su
p
ra n

o
te 46 a

t 593
594.

63
）

C
A
 
1985 s.452

(M
a
y
so
n et a

l,
su
p
ra n

o
te 46 a

t 594).

64
）

D
a
v
id A

.
B
en
ett et a

l,
P
a
lm
er’s C

o
m
p
a
n
y L

a
w
 
A
n
n
o
ta
ted G

u
id
e to th

e C
o
m
p
a
n
ies A

ct 2006 a
t 875

880
(2

ed
.
2009),

な

お
、
上
田
・
前
掲
注

47
）法
政
七
九
巻
三
号
九
九
（
三
〇
七
）
頁
参
照
。
そ
の
他
、C

A
 
2006

の
該
当
箇
所
の
条
文
訳
や
改
正
の
詳
細
等
に
関
し
て
は
、

川
島
い
づ
み
・
中
村
信
男
ほ
か
「
イ
ギ
リ
ス
二
〇
〇
六
年
会
社
法
（
一
〇
）」
比
較
法
学
四
四
巻
三
号
二
〇
三
頁
以
下
参
照
。

65
）

イ
ギ
リ
ス
はH

o
u
se o

f L
o
rd
s

の
判
決
がH

o
u
se o

f L
o
rd
s

を
含
め
た
裁
判
所
を
拘
束
し
、
そ
の
拘
束
力
は
厳
格
で
あ
る
（
田
中
英
夫
『
英
米

法
総
論
（
下
）』
四
七
七
頁
以
下
、
四
八
〇
頁
以
下
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
））。

66
）

田
島
・
前
掲
注

47
）八
頁
。

67
）

会
社
法
制
定
後
も
判
例
法
の
重
要
性
は
衰
え
な
い
（
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
研
究
会
編
「

新
版

英
法
系
諸
国
の
会
社
法
〔
二
〕」
八
八
三
頁
﹇
酒
巻
俊

雄
執
筆
﹈

二
〇
一
四
年
））。

68
）

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
貴
族
院
・
控
訴
院
の
判
決
の
中
で
「
判
決
の
理
由
（ra

tio d
ecid

en
d
i

）」
が
判
例
法
と
さ
れ
る
（
幡
新
大
実
『
イ
ギ
リ
ス

の
司
法
制
度
』
三
四
｜
三
五
頁
（
東
信
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
）。

69
）

簡
易
保
険
（In

d
u
stria

l A
ssu

ra
n
ce

）
と
は
、
保
険
金
額
が
低
額
で
保
険
料
が
月
掛
け
等
で
集
金
扱
い
の
（
イ
ギ
リ
ス
の
）
生
命
保
険
の
こ
と
で
、

こ
れ
を
規
制
す
る
法
律
がIn

d
u
stria

l A
ssu

ra
n
ce A

ct 1923

で
あ
る
（
鴻
ほ
か
・
前
掲
注

48
）四
七
七
頁
）。

70
）

法
務
総
裁
（th

e A
tto
rn
ey G

en
era

l

）
の
意
義
に
つ
き
、
田
中
英
夫
・
前
掲
注

53
）七
七
頁
参
照
。

71
）

一
九
二
三
年
簡
易
保
険
法
一
七
条
一
項
は
、
簡
易
保
険
長
官
が
、
一
九
二
三
年
簡
易
保
険
法
・
一
八
九
六
年
共
済
団
体
法
等
の
規
定
に
違
反
が
あ
る

と
信
ず
る
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
、
長
官
又
は
長
官
か
ら
選
任
さ
れ
た
検
査
役
は
、
そ
の
組
合
、
会
社
を
調
査
し
、
そ
の
事
件
を
報
告
す
る
権
限
を

有
す
る
旨
を
、
同
法
一
七
条
二
項
は
、
調
査
に
よ
り
開
示
さ
れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
長
官
は
、
そ
こ
で
開
示
さ
れ
た
状
況
に
と
っ
て
必
要
若
し
く
は
適
切

で
あ
る
と
思
料
す
る
措
置
を
経
る
た
め
に
、
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
す
る
。
ま
た
、
一
八
九
六
年
共
済
団
体
法
七
六
条
に
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も
同
様
の
規
定
が
あ
っ
た
。
長
官
は
、
公
的
利
益
の
た
め
に
行
動
す
る
と
と
も
に
、
保
険
証
券
の
所
持
人
（p

o
licy

h
o
ld
er ；

田
中
英
夫
・
前
掲
注

53
）

六
四
七
頁
も
参
照
）
を
保
護
す
る
機
能
を
営
む
。

72
）

共
済
団
体
（F

rien
d
ly
 
S
o
ciety

）
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
団
体
の
相
互
扶
助
、
救
済
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
る
団
体
で
あ
り
、
団
体
員
か

ら
一
定
の
掛
金
を
受
け
、
団
体
員
お
よ
び
そ
の
家
族
に
、
疾
病
、
負
傷
、
死
亡
、
災
害
等
の
一
定
の
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
、
団
体
員
お
よ
び
そ
の
家

族
に
対
し
て
一
定
金
額
を
給
付
す
る
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
を
規
制
す
る
法
律
がF

rien
d
ly
 
S
o
ciety

 
A
cts 1896

（
共
済
団
体
法
）
で
あ
る
（
鴻
ほ

か
・
前
掲
注

48
）『
商
事
法
辞
典
』
四
一
三
頁
）。

73
）

商
務
省
（B

o
a
rd o

f T
ra
d
e

）
と
は
、
通
商
、
産
業
政
策
の
実
施
に
当
た
る
イ
ギ
リ
ス
の
行
政
官
庁
で
あ
る
が
（
田
中
英
夫
・
前
掲
注

53
）一
〇
五

頁
）、
他
の
組
織
と
の
併
合
等
に
よ
っ
てD

ep
a
rtm

en
t o
f T

ra
d
e a

n
d In

d
u
stry

（
一
九
七
〇
年
〜
）、D

ep
a
rtm

en
t fo

r B
u
sin
ess,

In
n
o
v
a
tio
n

 
a
n
d S

k
ills

（
二
〇
〇
九
年
〜
）
と
呼
び
名
を
変
え
て
い
る
。

74
）

公
開
有
限
会
社
（P

u
b
lic L

im
ited C

o
m
p
a
n
y

）
の
意
義
に
関
し
て
、
田
中
英
夫
・
前
掲
注

53
）六
四
二
頁
、
鴻
ほ
か
・
前
掲
注

48
）『
商
事
法
辞

典
』
七
一
四
頁
、
小
山
貞
夫
『
英
米
法
律
語
辞
典
』
八
三
五
頁
（
研
究
社
、
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

75
）

原
文
で
はw

itn
ess

と
さ
れ
て
い
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
検
査
役
調
査
の
対
象
と
な
るM

a
x
w
ell

を
指
す
が
、
本
件
事
案
を
離
れ
て
考
え
る
と
、

検
査
役
調
査
の
過
程
で
他
の
者
が
当
該
情
報
を
見
聞
き
す
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
者
に
も
こ
の
判
決
の
い
う
義
務
が
課
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
判
決
文

で
は
そ
の
者
ら
を
含
む
趣
旨
でw

itn
ess
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
。

76
）

C
ro
ssm

a
n J in R

e G
a
u
m
o
n
t-B

ritish P
ictu

re C
o
rp L

td

﹇1940

﹈2 A
ll E

R
 
415,

﹇1940

﹈C
h 506.

77
）

S
o
d
en v B

u
rn
s

﹇1996

﹈3 A
ll E

R
 
967,

﹇1996

﹈1 W
L
R
 
1512.

78
）

前
掲
注

60
）の
ほ
か
、P
a
u
l D
a
v
ies et a

l,
su
p
ra n

o
te 46 a

t 673

参
照
。
な
お
、
そ
の
歴
史
的
背
景
等
に
つ
い
て
は
、
中
島
・
前
掲
注

47
）早

法
五
七
｜
六
六
、
八
〇
｜
八
五
頁
参
照
。

79
）

な
お
、C

A
 
1985 s.432

2

）
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
が
、R

e L
o
n
d
o
n U

n
ited In

v
estm

en
t p
lc

（﹇1992

﹈C
h 578,

﹇1992

﹈2 A
ll E

R
 
841,

﹇1992

﹈2 W
L
R
 
850,

﹇1992

﹈B
C
L
C 285,

﹇1992

﹈B
C
C 202

）
は
、
調
査
対
象
者
に
対
す
る
刑
事
手
続
が
同
時
進
行
中
で
あ
る
場
合
に
、
検
査
役
に

よ
る
質
問
に
対
し
て
、
自
己
負
罪
拒
否
特
権
（p

riv
ileg

e a
g
a
in
st self-in

crim
in
a
tio
n

）
を
根
拠
と
し
て
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
て

い
る
。

80
）

L
id
b
etter,

su
p
ra n

o
te 46 a

t 56

参
照
。
例
え
ば
、
そ
の
段
階
で
は
検
査
役
調
査
の
事
実
を
知
ら
せ
な
い
方
が
よ
い
者
に
対
し
て
、
既
に
調
査
を

受
け
た
者
が
密
告
す
る
こ
と
で
調
査
の
円
滑
が
害
さ
れ
う
る
。

81
）

な
お
、
国
内
の
制
度
を
眺
め
て
み
る
と
、
こ
と
「
企
業
秘
密
」
に
関
わ
る
情
報
は
手
厚
く
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
例
え
ば
、
株
主
総
会

で
株
主
が
質
問
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
取
締
役
は
説
明
義
務
を
負
う
（
三
一
四
条
）
が
、
企
業
秘
密
に
関
す
る
事
項
は
そ
の
説
明
を
拒
絶
で
き
る
と
解
さ
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れ
て
い
る
（
会
社
法
施
行
規
則
七
一
条
二
号
、
酒
巻
ほ
か
編
・
前
掲
注

５
）一
六
四
頁
以
下
﹇
浜
田
道
代
執
筆
﹈、
岩
原
紳
作
ほ
か
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン

タ
ー
ル
七
機
関
﹇
一
﹈』
二
五
一
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
）。
ほ
か
に
、
情
報
を
開
示
す
べ
き
公
益
上
の
要
請
が
高
い
民
事
訴
訟
の
場
面
で

あ
っ
て
も
、

技
術
又
は
職
業
の
秘
密
」
は
民
事
訴
訟
法
上
の
証
言
拒
絶
権
を
行
使
で
き
る
（
民
事
訴
訟
法
一
九
七
条
一
項
三
号
。
な
お
、
伊
藤
眞
『
民

事
訴
訟
法
﹇
第
四
版
補
訂
版
﹈』
三
七
七
頁
、
三
八
〇
頁
｜
三
八
三
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
）。

82
）

守
秘
義
務
へ
の
違
反
に
対
し
て
は
相
応
の
制
裁
が
用
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
制
裁
が
無
い
場
合
や
軽
い
場
合
に
は
、
制
裁
を
甘
受
し
て
守
秘
義

務
に
違
反
す
る
と
い
う
行
動
を
許
し
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。L

id
b
etter,

su
p
ra n

o
te 46 a

t 56

参
照
。

な
お
、
三
五
九
条
に
お
い
て
調
査
結
果
が
株
主
総
会
で
報
告
等
な
さ
れ
る
場
面
も
想
定
し
う
る
が
、
検
査
役
の
守
秘
義
務
が
明
確
で
な
け
れ
ば
こ
の
場

面
に
お
い
て
当
該
秘
匿
す
べ
き
情
報
が
さ
ら
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
弊
害
も
想
定
し
う
る
。
さ
し
あ
た
り
、
裁
判
所
が
個
々
の
検
査
役
に
指
示
を
与
え
る

際
は
、
秘
匿
す
べ
き
情
報
は
ど
の
範
囲
か
と
い
う
こ
と
を
詳
細
に
指
示
す
る
な
ど
の
配
慮
が
欠
か
せ
な
い
。

秘
密
保
持
に
関
す
る
情
報
保
持
者
の
私
的
利
益
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
上
記
三
五
九
条
報
告
の
場
面
や
、
訴
訟
等
の
場
面
に
お
い
て
、
公
益
上
の
要
請
等

か
ら
当
該
守
秘
義
務
の
対
象
と
な
っ
た
情
報
を
開
示
で
き
る
場
合
が
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
場
合
か
（
守
秘
義
務
の
例
外
に
関
す
る
規

定
）
等
、
具
体
的
問
題
に
関
し
て
は
、
実
務
慣
行
、
周
辺
諸
制
度
や
諸
外
国
の
諸
制
度
を
参
考
に
し
な
が
ら
今
後
と
も
研
究
を
続
け
た
い
。

83
）

久
保
田
光
昭
「
帳
簿
・
書
類
閲
覧
権
に
関
す
る
立
法
的
考
察
｜
そ
の
実
効
性
確
保
の
た
め
に
｜
」『
石
田
満
先
生
還
暦
記
念
論
文
集

商
法
・
保
険
法

の
現
代
的
課
題
』
一
九
五
｜
一
九
六
頁
（
文
眞
堂
、
一
九
九
二
年
）、
黒
沼
悦
郎
「
帳
簿
閲
覧
権
」
民
商
一
〇
八
巻
第
四
・
五
号
合
併
号
五
二
八
｜
五
二
九

頁
（
一
九
九
三
年
）。
な
お
、
こ
れ
ら
見
解
は
帳
簿
書
類
の
閲
覧
権
と
業
務
財
産
検
査
役
の
制
度
の
併
存
を
訴
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
業
務
財
産
検
査

役
の
調
査
権
に
原
則
と
し
て
一
本
化
す
べ
き
と
す
る
説
も
多
数
存
在
す
る
。
上
田
・
前
掲
注

47
）法
政
三
三
三
頁
、
石
井
照
久
『
会
社
法
下
巻
（
商
法
Ⅲ
）

第
二
版
）』
二
四
三
頁
（
勁
草
書
房
、
一
九
七
二
年
）、
木
俣
由
美
「
適
切
な
経
営
監
視
の
た
め
の
株
主
の
情
報
収
集
権
｜
会
計
帳
簿
閲
覧
権
を
中
心
に
」

産
大
法
学
三
八
巻
一
号
三
九
頁
、
松
山
三
和
子
「
帳
簿
閲
覧
権
」
崎
田
直
次
編
『
株
主
の
権
利
｜
法
的
地
位
の
総
合
分
析
』
三
八
五
頁
（
中
央
経
済
社
、

一
九
九
一
年
）、
山
田
・
前
掲
注

７
）六
八
四
頁
。
ど
ち
ら
の
シ
ス
テ
ム
が
日
本
法
に
適
合
的
な
の
か
を
測
定
す
る
手
段
に
乏
し
く
、
今
後
も
調
査
と
検
討

を
要
す
る
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
後
者
の
立
場
よ
う
に
検
査
役
に
原
則
と
し
て
一
本
化
す
る
と
す
れ
ば
、
検
査
役
や
調
査
対
象
者
か
ら
情

報
漏
洩
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
、
検
査
役
調
査
に
か
か
る
時
間
や
コ
ス
ト
を
大
幅
に
軽
減
す
る
こ
と
が
最
低
限
必
要
で
あ

る
と
感
じ
る
。

84
）

た
と
え
守
秘
義
務
を
負
っ
た
公
正
中
立
の
第
三
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
取
締
役
ら
は
抵
抗
感
を
持
つ
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
不
祥
事
が
発

覚
し
た
後
の
方
が
会
社
に
与
え
る
損
害
（
ひ
い
て
は
取
締
役
が
負
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
責
任
）
が
大
き
い
可
能
性
も
あ
る
（
吉
村
・
前
掲
注

７
）志

學
館
法
学
一
巻
一
号
九
二
頁
参
照
）。
調
査
を
受
け
る
こ
と
が
長
期
的
に
見
れ
ば
会
社
の
利
益
に
つ
な
が
る
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

85
）

な
お
、
日
本
法
上
の
検
査
役
は
裁
判
所
か
ら
一
時
的
に
選
任
さ
れ
る
機
関
で
あ
る
が
、
そ
の
任
を
解
か
れ
た
後
も
守
秘
義
務
自
体
は
継
続
し
て
い
な
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け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
も
っ
と
も
、
調
査
過
程
で
得
た
情
報
そ
の
も
の
を
こ
の
検
査
役
に
保
管
さ
せ
る
こ
と
が
負
担
に
は
な
ら
な
い
か
。
過
度
な
負
担
に

な
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
任
を
解
か
れ
た
後
に
情
報
を
適
切
な
機
関
に
保
管
さ
せ
た
り
、
任
を
解
か
れ
た
後
一
定
期
間
後
に
情
報
を
適
切
な
方
法
で
廃
棄
さ

せ
る
よ
う
に
す
る
な
ど
の
工
夫
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

86
）

金
商
法
上
の
金
融
商
品
取
引
業
者
に
対
す
る
検
査
の
手
続
（
金
商
法
五
六
条
の
二
以
下
、
黒
沼
悦
郎
ほ
か
編
『
論
点
体
系

金
融
商
品
取
引
法
二
』

二
一
六
頁
﹇
濃
川
耕
平
執
筆
﹈

二
〇
一
四
年
、
第
一
法
規
）、
川
村
正
幸
編
『
金
融
商
品
取
引
法
﹇
第
五
版
﹈』
三
五
四
頁
﹇
荻
野
昭
一
執
筆
﹈

中
央
経

済
社
、
二
〇
一
四
年
）、
神
田
秀
樹
ほ
か
編
『
金
融
商
品
取
引
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
二
・
業
規
制
』
六
九
七
頁
以
下
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
）

や
、
税
法
上
の
質
問
検
査
権
（
国
税
通
則
法
七
四
条
の
二
以
下
、
金
子
宏
『
租
税
法
﹇
第
二
〇
版
﹈』
八
四
五
頁
以
下
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
）

な
ど
、
行
政
権
が
主
体
と
な
っ
て
企
業
を
調
査
す
る
制
度
は
日
本
法
上
既
に
数
多
く
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
制
度
に
参
考
に
な
る
側
面
が
な
い
か
ど
う
か
を

含
め
、
制
度
設
計
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
改
め
て
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
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